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報告第１号 

 

令和２年度恵庭市一般会計予算の繰越明許費について 

 

   令和２年度恵庭市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

 

令和３年６月１０日提出 

 

                               恵庭市長 原 田   裕  
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報告第２号 

 

令和２年度恵庭市一般会計予算の事故繰越しについて 

 

   令和２年度恵庭市一般会計予算の事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定により報告する。 

 

令和３年６月１０日提出 

 

                               恵庭市長 原 田   裕  
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報告第３号 

 

令和２年度恵庭市下水道事業会計予算の繰越について  

 

   令和２年度恵庭市下水道事業会計予算の繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報告する。 

 

令和３年６月１０日提出 

 

                               恵庭市長 原 田   裕  
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議案第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦の同意について 

 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、人権擁護委員候

補者を次のとおり推薦したいので同意を求める。 

 

  令和３年６月１０日提出 

 

                     恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

〔氏  名〕  三 谷 一 行 

〔住  所〕                   

〔生年月日〕               

 

〔氏  名〕  田 坂 恭 子 

〔住  所〕                   

〔生年月日〕               

 

13



14



人権擁護委員候補者の推薦 
 

退任となる委員 

 氏  名 三 谷 一 行 生年月日                 

 住  所                 

 任  期 自 平成３０年１０月１日 ～ 至 令和３年９月３０日 

退任事由 任期満了 

 

推薦する委員（再推薦） 

 氏  名 三 谷 一 行 生年月日                 

 住  所                 

 任  期 自 令和３年１０月１日 ～ 至 令和６年９月３０日 

最終学歴                    

 

＜公職歴＞ 

平成３０年１０月 ～ 現在        人権擁護委員 

令和 元年１２月 ～ 現在        民生委員児童委員 

 

＜職 歴＞ 

 昭和５１年 ６月 ～ 昭和５６年 ３月  斜里町立斜里小学校 教諭 

昭和５６年 ４月 ～ 昭和６１年 ３月  美幌町立古梅小学校 教諭 

昭和６１年 ４月 ～ 平成 ２年 ３月  北見市立三輪小学校 教諭 

平成 ２年 ４月 ～ 平成 ６年 ３月  紋別市立潮見小学校 教諭 

平成 ６年 ４月 ～ 平成 ８年 ３月  佐呂間町立知来小学校 教諭 

平成 ８年 ４月 ～ 平成１０年 ３月  佐呂間町立知来小学校 教頭 

平成１０年 ４月 ～ 平成１４年 ３月  網走市立網走小学校 教頭 

平成１４年 ４月 ～ 平成１８年 ３月  佐呂間町立仁倉小学校 校長 

平成１８年 ４月 ～ 平成２１年 ３月  網走市立潮見小学校 校長 

平成２１年 ４月 ～ 平成２３年 ３月  北見市立北光小学校 校長 

平成２３年 ５月 ～ 平成２４年 ３月  恵庭市立恵み野小学校 初任者研修講師 

平成２４年 ４月 ～ 平成２５年 ３月  恵庭市立松恵小学校 初任者研修講師 

平成２５年 ４月 ～ 平成２９年 ３月  恵庭市学童クラブ 支援員 
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退任となる委員 

 氏  名 田 坂 恭 子 生年月日                 

 住  所                 

 任  期 自 平成３０年１０月１日 ～ 至 令和３年９月３０日 

退任事由 任期満了 

 

推薦する委員（再推薦） 

 氏  名 田 坂 恭 子 生年月日                 

 住  所                 

 任  期 自 令和３年１０月１日 ～ 至 令和６年９月３０日 

最終学歴                    

 

＜公職歴＞ 

平成３０年１０月 ～ 現在        人権擁護委員 

 

＜職 歴＞ 

 昭和６０年 ４月 ～ 昭和６２年１２月  住友製薬株式会社 

平成 元年 ２月 ～ 平成 ２年 ３月  大東市立南郷中学校 常勤講師 

平成 ２年 ４月 ～ 平成 ３年 ３月  守口市立大久保中学校 常勤講師 

平成 ３年 ４月 ～ 平成 ７年 ３月  南茅部町立尾札部中学校 教諭 

平成 ７年 ４月 ～ 平成１３年 ３月  七飯町立大中山中学校 教諭 

平成１３年 ４月 ～ 平成１８年 ３月  戸井町立潮光中学校 教諭 

平成１８年 ４月 ～ 平成２１年 ３月  由仁町立由仁中学校 教諭 

平成２１年 ４月 ～ 平成２６年 ３月  岩見沢市立豊中学校 教諭 

平成２８年 ４月 ～ 令和 ２年 ３月  恵庭市学童クラブ 支援員 

令和 ２年 ４月 ～ 現在        学校法人高陽学園学童クラブ 支援員 
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根 拠 法 令 人権擁護委員法 

定      数 １０人 

任 期 ３年 

資格（推薦）

要   件 

市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する

住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のあ

る社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦

人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又は

これを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、

人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 

禁止事項等 

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで若しくは執行を受けるこ

とがなくなるまでの者、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあった者又は日本国

憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくはその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加

入した者のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。 
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議案第２号 

 

   恵庭市手数料徴収条例の一部改正について 

 

 恵庭市手数料徴収条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

  令和３年６月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

第１条 恵庭市手数料徴収条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

 「 

低炭素建築物新築等計画

変更認定 

１戸 ア 工事の着手予定時期

及び完了予定時期の変

更のみの場合 １戸又

は１棟につき１，０００

円 

イ 住戸を単位として変

更認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請に

係る１棟の住宅の当該

申請の対象である戸数

の区分に応じ、それぞれ

都市の低炭素

化の促進に関

する法律第５

４条第２項の

規定による申

出をする場合

にあっては、

建築物に関す

る確認に係る

手数料の額を

加算した金額
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次に定める金額 

（ア） １戸のもの １

万円（評価機関審査を

受けた場合にあって

は、２，０００円） 

（イ） ２戸以上５戸以

下のもの ２万１，０

００円（評価機関審査

を受けた場合にあっ

ては、５，０００円） 

（ウ） ６戸以上１０戸

以下のもの ３万１，

０００円（評価機関審

査を受けた場合にあ

っては、８，０００円） 

（エ） １１戸以上のも

の ４万４，０００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

１万４，０００円） 

ウ 住宅以外の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

場合 次に掲げる当該

申請に係る１棟の建築

物の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に

を徴収する。 
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定める金額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの １２万

円（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

５，０００円） 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの ２０

万１，０００円（評価

機関審査を受けた場

合にあっては、１万

４，０００円） 

建築物エネルギー消費性

能向上計画認定 

１件 ア 住戸を単位として認

定を申請する場合 次

に掲げる当該申請に係

る１棟の住宅の当該申

請の対象である戸数の

区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

（ア） 住宅の戸数が１

戸のもの 次に掲げ

る床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a 床面積の合計が２

１ 同一の建

築物に係る

この項のア

及びイの認

定を同時に

申請する場

合は、当該

アの申請に

係る手数料

は、徴収し

ない。 

２ 住宅（共

同住宅を除

21



００平方メートル

以下のもの ３万

８，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、

６，０００円） 

b 床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの ４

万３，０００円（評

価機関審査を受け

た場合にあっては、

６，０００円） 

（イ） 住宅の戸数が２

戸以上４戸以下のも

の ７万６，０００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

１万１，０００円） 

（ウ） 住宅の戸数が５

戸以上のもの １２

万６，０００円（評価

機関審査を受けた場

合にあっては、２万

３，０００円） 

イ 共同住宅の用途に供

する一の建築物を単位

く。）の用途

に供する部

分及び共同

住宅以外の

用途に供す

る部分を有

する一の建

築物を単位

として認定

を申請する

場合は、そ

れぞれの部

分につきこ

の項のア及

びウに規定

する金額を

合計した金

額とする。 

３ 共同住宅

の用途に供

する部分及

びそれ以外

の用途に供

する部分を

有する一の

建築物を単

位として認
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として認定を申請する

場合 ア（イ）及び（ウ）

に掲げる当該申請に係

る１棟の建築物の共同

住宅の戸数の区分に応

じ、それぞれア（イ）及

び（ウ）に定める金額に、

次に掲げる当該申請に

係る１棟の建築物の共

同住宅の住戸以外の床

面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める

金額を加えた金額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの ７万６，

０００円（評価機関審

査を受けた場合にあ

っては、１万１，００

０円） 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの １２

万６，０００円（評価

機関審査を受けた場

合にあっては、２万

３，０００円） 

定を申請す

る場合は、

それぞれの

部分につき

この項のイ

及びウに規

定する金額

を合計した

金 額 と す

る。 

４ イ又はウ

の場合にお

いて、同一

の建築物に

係るこの項

のアの認定

を同時に申

請するとき

は、当該ア

の申請に係

る 手 数 料

は、徴収し

ない。 

５ 法第３０

条第２項の

規定による

申出をする
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ウ 住宅以外の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物のエネルギー

消費性能が建築物エ

ネルギー消費性能基

準等を定める省令第

１０条第１号イ（１）

及びロ（１）に適合し

ている旨の認定を申

請する場合 次に掲

げる当該申請に係る

１棟の建築物の床面

積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ２４

万７，０００円（建

築物のエネルギー

消費性能の向上に

関する法律（平成２

場合にあっ

ては、この

項に規定す

る金額に建

築物に関す

る確認に係

る手数料の

額を加算し

たとする。 
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７年法律第５３号）

第１５条第１項に

規定する登録建築

物エネルギー消費

性能判定機関によ

る技術的審査（以下

「判定機関審査」と

いう。）を受けた場

合にあっては、１万

１，０００円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ３

９万９，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、３万円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物のエネルギー

消費性能が建築物エ

ネルギー消費性能基

準等を定める省令第

１０条第１号イ（２）

及びロ（２）に適合し

ている旨の認定を申

請する場合 次に掲

げる当該申請に係る
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１棟の建築物の床面

積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ９万

５，０００円（判定

機関審査を受けた

場合にあっては、１

万１，０００円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの １

５万９，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、３万円） 

建築物エネルギー消費性

能向上計画変更認定 

１件 ア 工事の着手予定時期

及び完了予定時期の変

更のみの場合 １戸又

は１棟につき１，０００

円 

イ 住戸を単位として変

更認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請に

係る１棟の住宅の当該

１ 同一の建

築物に係る

この項のイ

及びウの変

更認定を同

時に申請す

る場合は、

当該イの申

請に係る手
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申請の対象である戸数

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア） 住宅の戸数が１

戸のもの 次に掲げ

る床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a 床面積の合計が２

００平方メートル

以下のもの ２万

２，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、

６，０００円） 

b 床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの ２

万４，０００円（評

価機関審査を受け

た場合にあっては、

６，０００円） 

（イ） 住宅の戸数が２

戸以上４戸以下のも

の ４万４，０００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

数料は、徴

収しない。 

２ 住宅（共

同住宅を除

く。）の用途

に供する部

分及び共同

住宅以外の

用途に供す

る部分を有

する一の建

築物を単位

として変更

認定を申請

す る 場 合

は、それぞ

れの部分に

つきこの項

のイ及びエ

に規定する

金額を合計

した金額と

する。 

３ 共同住宅

の用途に供

する部分及

びそれ以外
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１万１，０００円） 

（ウ） 住宅の戸数が５

戸以上のもの ７万

４，０００円（評価機

関審査を受けた場合

にあっては、２万３，

０００円） 

ウ 共同住宅の用途に供

する一の建築物を単位

として変更認定を申請

する場合 イ（イ）及び

（ウ）に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物の

共同住宅の戸数の区分

に応じ、それぞれイ（イ）

及び（ウ）に定める金額

に、次に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物の

共同住宅の住戸以外の

床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定め

る金額を加えた金額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの ４万４，

０００円（評価機関審

査を受けた場合にあ

の用途に供

する部分を

有する一の

建築物を単

位として変

更認定を申

請する場合

は、それぞ

れの部分に

つきこの項

のウ及びエ

に規定する

金額を合計

した金額と

する。 

４ イ又はウ

の場合にお

いて、同一

の建築物に

係るこの項

のイの変更

認定を同時

に申請する

ときは、当

該イの申請

に係る手数

料は、徴収
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っては、１万１，００

０円） 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの ７万

４，０００円（評価機

関審査を受けた場合

にあっては、２万３，

０００円） 

エ 住宅以外の用途に供

する一の建築物を単位

として変更認定を申請

する場合 次に掲げる

場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物のエネルギー

消費性能が建築物エ

ネルギー消費性能基

準等を定める省令第

１０条第１号イ（１）

及びロ（１）に適合し

ている旨の変更認定

を申請する場合 次

に掲げる当該申請に

係る１棟の建築物の

床面積の合計の区分

しない。 

５ 法第３１

条第２項に

おいて準用

する法第３

０条第２項

の規定によ

る申出をす

る場合にあ

っては、こ

の項に規定

する金額に

建築物に関

する確認に

係る手数料

の額を加算

した金額と

する。 
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に応じ、それぞれ次に

定める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの １２

万９，０００円（判

定機関審査を受け

た場合にあっては、

１万１，０００円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ２

１万４，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、３万円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物のエネルギー

消費性能が建築物エ

ネルギー消費性能基

準等を定める省令第

１０条第１号イ（２）

及びロ（２）に適合し

ている旨の変更認定

を申請する場合 次

に掲げる当該申請に

係る１棟の建築物の
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床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ次に

定める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ５万

３，０００円（判定

機関審査を受けた

場合にあっては、１

万１，０００円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ９

万４，０００円（判

定機関審査を受け

た場合にあっては、

３万円） 

建築物エネルギー消費性

能基準適合認定 

１件 ア 住宅（共同住宅を除

く。）の用途に供する一

の建築物を単位として

認定を申請する場合 

次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物について建築

物エネルギー消費性

１ 住宅（共

同住宅を除

く。）の用途

に供する部

分及び共同

住宅以外の

用途に供す

る部分を有

する一の建

築物を単位
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能基準等を定める省

令（以下この項におい

て「基準省令」とい

う。）第１条第１項第

２号イ（１）及びロ

（１）に適合している

旨の認定を申請する

場合 次に掲げる当

該申請に係る１棟の

建築物の床面積の合

計の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

a 床面積の合計が２

００平方メートル

以下のもの ３万

７，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、

５，０００円） 

b 床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの ４

万１，０００円（評

価機関審査を受け

た場合にあっては、

５，０００円） 

（イ） 当該申請に係る

として認定

を申請する

場合は、そ

れぞれの部

分につきこ

の項のア及

びウに規定

する金額を

合計した金

額とする。 

２ 共同住宅

の用途に供

する部分及

びそれ以外

の用途に供

する部分を

有する一の

建築物を単

位として認

定を申請す

る場合は、

それぞれの

部分につき

この項のイ

及びウに規

定する金額

を合計した
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建築物について基準

省令第１条第１項第

２号イ（２）及びロ

（２）に適合している

旨の認定を申請する

場合 次に掲げる当

該申請に係る１棟の

建築物の床面積の合

計の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

a 床面積の合計が２

００平方メートル

以下のもの １万

９，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、

５，０００円） 

b 床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの ２

万円（評価機関審査

を受けた場合にあ

っては、５，０００

円） 

イ 共同住宅の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

金 額 と す

る。 
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場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物について基準

省令第１条第１項第

２号イ（１）及びロ

（１）に適合している

旨の認定を申請する

場合 次に掲げる当

該申請に係る１棟の

建築物の床面積の合

計の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ７万

４，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、１

万円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの １

２万４，０００円

（評価機関審査を

受けた場合にあっ
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ては、２万１，００

０円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物について基準

省令第１条第１項第

２号イ（２）及びロ

（２）に適合している

旨の認定を申請する

場合 次に掲げる当

該申請に係る１棟の

建築物の床面積の合

計の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ３万

５，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、１

万円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ６

万１，０００円（評

価機関審査を受け

た場合にあっては、

２万１，０００円） 
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ウ 住宅以外の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物について基準

省令第１条第１項第

１号イに適合してい

る旨の認定を申請す

る場合 次に掲げる

当該申請に係る１棟

の建築物の床面積の

合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金

額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ２４

万６，０００円（判

定機関審査を受け

た場合にあっては、

１万円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ３
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９万８，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、２万９，００

０円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物について基準

省令第１条第１項第

１号ロに適合してい

る旨の認定を申請す

る場合 次に掲げる

当該申請に係る１棟

の建築物の床面積の

合計の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金

額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ９万

４，０００円（判定

機関審査を受けた

場合にあっては、１

万円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの １

５万７，０００円
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（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、２万９，００

０円） 

」を 

 「 

低炭素建築物新築等計画

変更認定 

１戸 ア 工事の着手予定時期

及び完了予定時期の変

更のみの場合 １戸又

は１棟につき１，０００

円 

イ 住戸を単位として変

更認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請に

係る１棟の住宅の当該

申請の対象である戸数

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア） １戸のもの １

万円（評価機関審査を

受けた場合にあって

は、２，０００円） 

（イ） ２戸以上５戸以

下のもの ２万１，０

００円（評価機関審査

を受けた場合にあっ

ては、５，０００円） 

都市の低炭素

化の促進に関

する法律第５

４条第２項の

規定による申

出をする場合

にあっては、

建築物に関す

る確認に係る

手数料の額を

加算した金額

を徴収する。 
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（ウ） ６戸以上１０戸

以下のもの ３万１，

０００円（評価機関審

査を受けた場合にあ

っては、８，０００円） 

（エ） １１戸以上のも

の ４万４，０００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

１万４，０００円） 

ウ 住宅以外の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

場合 次に掲げる当該

申請に係る１棟の建築

物の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの １２万

円（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

５，０００円） 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの ２０
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万１，０００円（評価

機関審査を受けた場

合にあっては、１万

４，０００円） 

建築物エネルギー消費性

能適合性判定手数料 

1 件 ア 建築物エネルギー消

費性能基準等を定める

省令（平成２８年経済産

業省・国土交通省令第１

号。以下「省令」という。）

第１条第１項第１号イ

に適合するかどうかの

判定を受ける場合 次

に掲げる当該判定に係

る１棟の建築物のうち

住宅以外の用途に供す

る部分（増築又は改築の

場合にあっては、当該増

築又は改築に係る部分

に限る。）（エネルギー消

費性能の算定の対象に

該当しない部分を除

く。）の床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

 （ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの ２２万
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６，０００円 

 （イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの ２８

万３，０００円 

イ 省令第１条第１項第

１号ロに適合するかど

うかの判定を受ける場

合 次に掲げる当該判

定に係る１棟の建築物

のうち住宅以外の用途

に供する部分（増築又は

改築の場合にあっては、

当該増築又は改築に係

る部分に限る。）（エネル

ギー消費性能の算定の

対象に該当しない部分

を除く。）の床面積の合

計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの ８万７，

０００円 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの １１
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万１，０００円 

ウ ア及びイに掲げる場

合以外の場合 次に掲

げる当該判定に係る１

棟の建築物のうち住宅

以外の用途に供する部

分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次に

定める額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの １万円 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの １万

７，０００円 

建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更（軽微な

変更を除く。）に伴う建築

物エネルギー消費性能適

合性判定手数料 

１件 ア 省令第１条第１項第

１号イに適合するかど

うかの判定を受ける場

合 次に掲げる当該判

定に係る１棟の建築物

のうち住宅以外の用途

に供する部分（増築又は

改築の場合にあっては、

当該増築又は改築に係

る部分に限る。）（エネル

ギー消費性能の算定の
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対象に該当しない部分

を除く。）の床面積の合

計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの １１万

８，０００円 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの １５

万円 

イ 省令第１条第１項第

１号ロに適合するかど

うかの判定を受ける場

合 次に掲げる当該判

定に係る１棟の建築物

のうち住宅以外の用途

に供する部分（増築又は

改築の場合にあっては、

当該増築又は改築に係

る部分に限る。）（エネル

ギー消費性能の算定の

対象に該当しない部分

を除く。）の床面積の合

計の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 
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（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの ４万９，

０００円 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの ６万

４，０００円 

ウ ア及びイに掲げる場

合以外の場合 次に掲

げる当該判定に係る１

棟の建築物のうち住宅

以外の用途に供する部

分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの １万円 

 （イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの １万

７，０００円 

建築物エネルギー消費性

能確保計画軽微変更該当

証明書交付手数料 

１件 ア 建築物エネルギー消

費性能確保計画が省令

第１条第１項第１号イ

に適合しているものと
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して判定を受けていた

場合 次に掲げる当該

判定に係る１棟の建築

物のうち住宅以外の用

途に供する部分（増築又

は改築の場合にあって

は、当該増築又は改築に

係る部分に限る。）（エネ

ルギー消費性能の算定

の対象に該当しない部

分を除く。）の床面積の

合計の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの １１万

８，０００円 

（イ）床面積の合計が３

００平方メートルを

超えるもの １５万

円 

イ 建築物エネルギー消

費性能確保計画が省令

第１条第１項第１号ロ

に適合しているものと

して判定を受けていた

場合 次に掲げる当該
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判定に係る１棟の建築

物のうち住宅以外の用

途に供する部分（増築

又は改築の場合にあっ

ては、当該増築又は改

築に係る部分に限る。）

（エネルギー消費性能

の算定の対象に該当し

ない部分を除く。）の床

面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定め

る額 

（ア） 床面積の合計が３

００平方メートル以

下のもの ４万９，０

００円 

（イ） 床面積の合計が３

００平方メートルを

超えるもの ６万４，

０００円 

ウ ア及びイに掲げる場

合以外の場合 次に掲

げる当該判定に係る１

棟の建築物のうち住宅

以外の用途に供する部

分の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次
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に定める額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの １万円 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの １万

７，０００円 

建築物エネルギー消費性

能向上計画認定 

１件 ア 住戸を単位として認

定を申請する場合 次

に掲げる当該申請に係

る１棟の住宅の当該申

請の対象である戸数の

区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

（ア） 住宅の戸数が１

戸のもの 次に掲げ

る床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a 床面積の合計が２

００平方メートル

以下のもの ３万

８，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、

６，０００円） 

１ 同一の建

築物に係る

この項のア

及びイの認

定を同時に

申請する場

合は、当該

アの申請に

係る手数料

は、徴収し

ない。 

２ 住宅（共

同住宅を除

く。）の用途

に供する部

分及び共同

住宅以外の

用途に供す

る部分を有
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b 床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの ４

万３，０００円（評

価機関審査を受け

た場合にあっては、

６，０００円） 

（イ） 住宅の戸数が２

戸以上４戸以下のも

の ７万６，０００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

１万１，０００円） 

（ウ） 住宅の戸数が５

戸以上のもの １２

万６，０００円（評価

機関審査を受けた場

合にあっては、２万

３，０００円） 

イ 共同住宅の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

場合 ア（イ）及び（ウ）

に掲げる当該申請に係

る１棟の建築物の共同

住宅の戸数の区分に応

じ、それぞれア（イ）及

する一の建

築物を単位

として認定

を申請する

場合は、そ

れぞれの部

分につきこ

の項のア及

びウに規定

する金額を

合計した金

額とする。 

３ 共同住宅

の用途に供

する部分及

びそれ以外

の用途に供

する部分を

有する一の

建築物を単

位として認

定を申請す

る場合は、

それぞれの

部分につき

この項のイ

及びウに規

48



び（ウ）に定める金額に、

次に掲げる当該申請に

係る１棟の建築物の共

同住宅の住戸以外の床

面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める

金額を加えた金額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの ７万６，

０００円（評価機関審

査を受けた場合にあ

っては、１万１，００

０円） 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの １２

万６，０００円（評価

機関審査を受けた場

合にあっては、２万

３，０００円） 

ウ 住宅以外の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

定する金額

を合計した

金 額 と す

る。 

４ イ又はウ

の場合にお

いて、同一

の建築物に

係るこの項

のアの認定

を同時に申

請するとき

は、当該ア

の申請に係

る 手 数 料

は、徴収し

ない。 

５ 法第３５

条第２項の

規定による

申出をする

場合にあっ

ては、この

項に規定す

る金額に建

築物に関す

る確認に係
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（ア） 当該申請に係る

建築物のエネルギー

消費性能が省令第１

０条第１号イ（１）及

びロ（１）に適合して

いる旨の認定を申請

する場合 次に掲げ

る当該申請に係る１

棟の建築物の床面積

の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める

金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ２４

万７，０００円（建

築物のエネルギー

消費性能の向上に

関する法律（平成２

７年法律第５３号）

第１５条第１項に

規定する登録建築

物エネルギー消費

性能判定機関によ

る技術的審査（以下

「判定機関審査」と

いう。）を受けた場

る手数料の

額を加算し

た金額とす

る。 
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合にあっては、１万

１，０００円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ３

９万９，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、３万円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物のエネルギー

消費性能が省令第１

０条第１号イ（２）及

びロ（２）に適合して

いる旨の認定を申請

する場合 次に掲げ

る当該申請に係る１

棟の建築物の床面積

の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める

金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ９万

５，０００円（判定

機関審査を受けた

場合にあっては、１
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万１，０００円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの １

５万９，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、３万円） 

建築物エネルギー消費性

能向上計画変更認定 

１件 ア 工事の着手予定時期

及び完了予定時期の変

更のみの場合 １戸又

は１棟につき１，０００

円 

イ 住戸を単位として変

更認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請に

係る１棟の住宅の当該

申請の対象である戸数

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア） 住宅の戸数が１

戸のもの 次に掲げ

る床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a 床面積の合計が２

００平方メートル

１ 同一の建

築物に係る

この項のイ

及びウの変

更認定を同

時に申請す

る場合は、

当該イの申

請に係る手

数料は、徴

収しない。 

２ 住宅（共

同住宅を除

く。）の用途

に供する部

分及び共同

住宅以外の

用途に供す

る部分を有
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以下のもの ２万

２，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、

６，０００円） 

b 床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの ２

万４，０００円（評

価機関審査を受け

た場合にあっては、

６，０００円） 

（イ） 住宅の戸数が２

戸以上４戸以下のも

の ４万４，０００円

（評価機関審査を受

けた場合にあっては、

１万１，０００円） 

（ウ） 住宅の戸数が５

戸以上のもの ７万

４，０００円（評価機

関審査を受けた場合

にあっては、２万３，

０００円） 

ウ 共同住宅の用途に供

する一の建築物を単位

として変更認定を申請

する一の建

築物を単位

として変更

認定を申請

す る 場 合

は、それぞ

れの部分に

つきこの項

のイ及びエ

に規定する

金額を合計

した金額と

する。 

３ 共同住宅

の用途に供

する部分及

びそれ以外

の用途に供

する部分を

有する一の

建築物を単

位として変

更認定を申

請する場合

は、それぞ

れの部分に

つきこの項
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する場合 イ（イ）及び

（ウ）に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物の

共同住宅の戸数の区分

に応じ、それぞれイ（イ）

及び（ウ）に定める金額

に、次に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物の

共同住宅の住戸以外の

床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定め

る金額を加えた金額 

（ア） 床面積の合計が

３００平方メートル

以下のもの ４万４，

０００円（評価機関審

査を受けた場合にあ

っては、１万１，００

０円） 

（イ） 床面積の合計が

３００平方メートル

を超えるもの ７万

４，０００円（評価機

関審査を受けた場合

にあっては、２万３，

０００円） 

エ 住宅以外の用途に供

のウ及びエ

に規定する

金額を合計

した金額と

する。 

４ イ又はウ

の場合にお

いて、同一

の建築物に

係るこの項

のイの変更

認定を同時

に申請する

ときは、当

該イの申請

に係る手数

料は、徴収

しない。 

５ 法第３６

条第２項に

おいて準用

する法第３

５条第２項

の規定によ

る申出をす

る場合にあ

っては、こ
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する一の建築物を単位

として変更認定を申請

する場合 次に掲げる

場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物のエネルギー

消費性能が省令第１

０条第１号イ（１）及

びロ（１）に適合して

いる旨の変更認定を

申請する場合 次に

掲げる当該申請に係

る１棟の建築物の床

面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定

める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの １２

万９，０００円（判

定機関審査を受け

た場合にあっては、

１万１，０００円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ２

の項に規定

する金額に

建築物に関

する確認に

係る手数料

の額を加算

した金額と

する。 
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１万４，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、３万円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物のエネルギー

消費性能が省令第１

０条第１号イ（２）及

びロ（２）に適合して

いる旨の変更認定を

申請する場合 次に

掲げる当該申請に係

る１棟の建築物の床

面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定

める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ５万

３，０００円（判定

機関審査を受けた

場合にあっては、１

万１，０００円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ９

万４，０００円（判
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定機関審査を受け

た場合にあっては、

３万円） 

建築物エネルギー消費性

能基準適合認定 

１件 ア 住宅（共同住宅を除

く。）の用途に供する一

の建築物を単位として

認定を申請する場合 

次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物について省令

第１条第１項第２号

イ（１）及びロ（１）

に適合している旨の

認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物

の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a 床面積の合計が２

００平方メートル

以下のもの ３万

７，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、

１ 住宅（共

同住宅を除

く。）の用途

に供する部

分及び共同

住宅以外の

用途に供す

る部分を有

する一の建

築物を単位

として認定

を申請する

場合は、そ

れぞれの部

分につきこ

の項のア及

びウに規定

する金額を

合計した金

額とする。 

２ 共同住宅

の用途に供

する部分及

びそれ以外
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５，０００円） 

b 床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの ４

万１，０００円（評

価機関審査を受け

た場合にあっては、

５，０００円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物について省令

第１条第１項第２号

イ（２）及びロ（２）

に適合している旨の

認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物

の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a 床面積の合計が２

００平方メートル

以下のもの １万

９，０００円（評価

機関審査を受けた

場合にあっては、

５，０００円） 

b 床面積の合計が２

の用途に供

する部分を

有する一の

建築物を単

位として認

定を申請す

る場合は、

それぞれの

部分につき

この項のイ

及びウに規

定する金額

を合計した

金 額 と す

る。 
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００平方メートル

を超えるもの ２

万円（評価機関審査

を受けた場合にあ

っては、５，０００

円） 

イ 共同住宅の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物について省令

第１条第１項第２号

イ（１）及びロ（１）

に適合している旨の

認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物

の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ７万

４，０００円（評価
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機関審査を受けた

場合にあっては、１

万円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの １

２万４，０００円

（評価機関審査を

受けた場合にあっ

ては、２万１，００

０円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物について省令

第１条第１項第２号

イ（２）及びロ（２）

に適合している旨の

認定を申請する場合 

次に掲げる当該申請

に係る１棟の建築物

の床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ３万

５，０００円（評価

機関審査を受けた
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場合にあっては、１

万円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ６

万１，０００円（評

価機関審査を受け

た場合にあっては、

２万１，０００円） 

ウ 住宅以外の用途に供

する一の建築物を単位

として認定を申請する

場合 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額 

（ア） 当該申請に係る

建築物について省令

第１条第１項第１号

イに適合している旨

の認定を申請する場

合 次に掲げる当該

申請に係る１棟の建

築物の床面積の合計

の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル
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以下のもの ２４

万６，０００円（判

定機関審査を受け

た場合にあっては、

１万円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの ３

９万８，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、２万９，００

０円） 

（イ） 当該申請に係る

建築物について省令

第１条第１項第１号

ロに適合している旨

の認定を申請する場

合 次に掲げる当該

申請に係る１棟の建

築物の床面積の合計

の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

a 床面積の合計が３

００平方メートル

以下のもの ９万

４，０００円（判定

62



機関審査を受けた

場合にあっては、１

万円） 

b 床面積の合計が３

００平方メートル

を超えるもの １

５万７，０００円

（判定機関審査を

受けた場合にあっ

ては、２万９，００

０円） 

」に

改める。 

第２条 恵庭市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。 

別表中 

 「 

身分に関する証明 １通 ３００円  

行政手続における特定の個

人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）による通

知カードの再交付 

１件 ５００円  

行政手続における特定の個

人を識別するための番号の

利用等に関する法律による

個人番号カードの再交付 

１件 ８００円  

」を 
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 「 

身分に関する証明 １通 ３００円  

」に

改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年９月１日から施行する。 

64



恵
庭
市
手
数
料
徴
収
条
例
新
旧
対
照

表
（

抄
）
＜
第

１
条
関
係
＞

 
現
行

 
改

正
案

 

第
1
条
～
第

7
条
 

(略
) 

 別
表

( 第
2
条
関
係

) 

種
類

 
金

額
 

備
考

 

単
位

 
額

 

( 略
) 

建
築

関
係

 

(略
) 

低
炭

素
建

築
物

新
築

等
計

画
変

更
認

定
 

1
戸

 
ア

 
工

事
の

着
手

予
定

時
期

及
び

完

了
予

定
時

期
の

変
更

の
み

の
場

合
 

1
戸

又
は

1
棟
に
つ
き

1 ，
00

0
円

 
イ

 
住

戸
を

単
位

と
し

て
変

更
認

定

を
申

請
す

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る

当
該
申
請

に
係
る

1
棟
の
住
宅

の

当
該

申
請

の
対

象
で

あ
る

戸
数

の

区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め

る
金
額

 
( ア

)  
1
戸
の
も
の
 

1
万
円

( 評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に

あ
っ
て
は
、

2 ，
00

0
円

) 
( イ

)  
2
戸
以
上

5
戸

以
下
の
も

の
 

2
万

1，
00

0
円

(評
価
機

関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

5，
00

0
円

) 
( ウ

)  
6
戸
以

上
10

戸
以
下
の

も

の
 

3
万

1 ，
00

0
円

( 評
価
機

 

都
市

の
低

炭

素
化

の
促

進

に
関

す
る

法

律
第

54
条

第
2
項
の
規

定
に

よ
る

申

出
を

す
る

場

合
に

あ
っ

て

は
、

建
築

物

に
関

す
る

確

認
に

係
る

手

数
料

の
額

を

加
算

し
た

金

額
を

徴
収

す

る
。

 

 

第
1
条
～
第

7
条
 

(略
) 

 別
表

( 第
2
条
関
係

) 

種
類

 
金
額

 
備

考
 

単
位

 
額

 

( 略
) 

建
築

関
係

 

(略
) 

低
炭

素
建

築
物

新
築

等
計

画
変

更
認

定
 

1
戸

 
ア

 
工

事
の

着
手

予
定

時
期

及
び

完

了
予

定
時

期
の

変
更

の
み

の
場

合
 

1
戸

又
は

1
棟
に
つ
き

1 ，
00

0
円

 
イ

 
住

戸
を

単
位

と
し

て
変

更
認

定

を
申

請
す

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る

当
該
申
請

に
係
る

1
棟

の
住
宅

の

当
該

申
請

の
対

象
で

あ
る

戸
数

の

区
分
に
応

じ
、
そ

れ
ぞ
れ

次
に
定
め

る
金
額

 
( ア

)  
1
戸
の
も
の

 
1
万
円

( 評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に

あ
っ
て
は

、
2 ，

00
0
円

) 
( イ

)  
2
戸
以
上

5
戸
以

下
の
も
の
 

2
万

1，
00

0
円

(評
価
機
関

審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

5，
00

0
円

) 
( ウ

)  
6
戸
以
上

10
戸

以
下
の

も

の
 

3
万

1 ，
00

0
円

( 評
価

機
 

都
市

の
低

炭

素
化

の
促

進

に
関

す
る

法

律
第

54
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

申

出
を

す
る

場

合
に

あ
っ

て

は
、

建
築

物

に
関

す
る

確

認
に

係
る

手

数
料

の
額

を

加
算

し
た

金

額
を

徴
収

す

る
。
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
関

審
査

を
受
け
た
場

合
に

あ
っ

て
は
、

8 ，
00

0
円

) 
( エ

)  
11

戸
以

上
の

も
の

 
4

万

4 ，
00

0
円

( 評
価

機
関
審
査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
1

万
4，

00
0
円

) 
ウ

 
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

当

該
申
請
に
係
る

1
棟
の
建
築
物
の

床
面
積
の
合
計
の

区
分
に

応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
金
額

 
( ア

)  
床

面
積

の
合

計
が

30
0

平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

12
万

円
(評

価
機

関
審

査
を

受

け
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

5，
00

0
円

) 
( イ

)  
床

面
積

の
合

計
が

30
0

平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

20
万

1 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万

4，
00

0
円

 

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
 能

 

1
件

 
ア

 
住

戸
を

単
位

と
し

て
認

定
を

申

請
す

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該

申
請
に
係
る

1
棟
の

住
宅
の
当

該

申
請

の
対

象
で

あ
る

戸
数

の
区

分

に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
金

額
 

1
 

同
一

の

建
築

物
に

係
る

こ
の

項
の

ア
及

び
イ

の
認

定
を
同
時

  

 
 

 
  

関
審
査
を
受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は
、

8 ，
00

0
円

) 
( エ

)  
11

戸
以

上
の

も
の

 
4

万

4 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審
査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
1

万
4，

00
0
円

) 
ウ

 
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

当

該
申
請
に
係
る

1
棟
の
建
築
物

の

床
面
積
の
合
計
の

区
分
に

応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
金
額

 
( ア

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

12
万

円
(評

価
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

5，
00

0
円

) 
( イ

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

20
万

1 ，
00

0
円

( 評
価
機

関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万

4，
00

0
円

) 

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

 

1
件

 
ア

 
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

基
準

等
を

定
め

る
省

令
( 平

成
28

年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令

第

1
号

。
以

下
「

省
令
」

と
い

う
。

)
第

1
条
第

1
項
第

1
号
イ
に
適

合

す
る
か
ど
う
か
の

判
定
を

受
け
る
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現
行

 
改

正
案

 

 
向

上

計
画

認
定

 

 
(ア

) 
住
宅
の

戸
数
が

1
戸
の
も
の
 

次
に
掲

げ
る
床
面
積

の
合

計
の

区
分
に

応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め
る
金

額
 

a  
床
面
積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

3
万

8、
00

0
円

(評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

6 ，
00

0
円

) 
b  

床
面
積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

4
万

3 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

6，
00

0
円

) 
(イ

) 
住
宅
の

戸
数

が
2
戸
以
上

4
戸

以
下
の

も
の
 

7
万

6，
00

0
円

( 評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合
に
あ

っ
て
は

、
1
万

1,
00

0
円

) 
( ウ

)  
住
宅
の

戸
数
が

5
戸
以
上
の

も
の
 

12
万

6，
00

0
円

(評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に

あ
っ
て
は

、
2
万

3，
00

0
円

) 
イ

 
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請
す

る
場

合
 

ア
( イ

) 及
び

( ウ
) 

に
掲
げ
る
当
該
申
請
に
係
る

1
棟

の
建
築
物
の
共
同
住
宅
の

戸
数
の

  

に
申

請
す

る
場
合
は
、

当
該

ア
の

申
請

に
係

る
手

数
料

は
、
徴
収
し

な
い
。

 
2
 

住
宅

(共
同

住
宅

を

除
く

。
) の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

共
同

住
宅

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を
申

請
す

る
場

合
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

ア
及

び
ウ

に
規
定
す

  

 
適

合

性
判

定
手

数
料

 

 
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該
判

定
に

係
る

1
棟
の

建
築
物

の
う
ち
住

宅

以
外

の
用
途

に
供

す
る

部
分

( 増
築

又
は
改
築

の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当

該
増

築
又

は
改

築
に

係
る

部
分

に

限
る
。

)(
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性
能

の

算
定

の
対

象
に

該
当

し
な

い
部

分

を
除

く
。

)の
床

面
積
の

合
計

の
区

分
に
応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ

次
に
定
め

る

額
 

( ア
)  

床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

22
万

6 ，
00

0
円

 
(イ

) 
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

28
万

3，
00

0
円

 
イ
 
省
令
第

1
条
第

1
項
第

1
号

ロ

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

判
定

を

受
け

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該

判
定
に
係
る

1
棟
の

建
築
物
の

う

ち
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

部

分
(増

築
又

は
改

築
の

場
合
に

あ
っ

て
は
、
当
該
増

築
又
は

改
築
に
係

る

部
分
に
限

る
。

)(
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費

性
能

の
算

定
の

対
象

に
該

当
し

な

い
部

分
を
除

く
。

) の
床

面
積

の
合

計
の
区
分

に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次

に

定
め
る
額
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
区

分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ

ア
(イ

)及
び

( ウ
) に

定
め

る
金
額

に
、
次
に

掲

げ
る
当
該
申
請
に
係
る

1
棟
の

建

築
物

の
共

同
住

宅
の

住
戸

以
外

の

床
面
積
の
合
計
の
区
分
に

応
じ
、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
加

え

た
金
額

 
(ア

) 
床

面
積

の
合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
7

万
6 ，

00
0
円

( 評
価
機
関
審
査

を
受
け

た
場
合
に
あ

っ
て

は
、

1
万

1 ，
00

0
円

) 
( イ

)  
床

面
積

の
合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

12
万

6，
00

0
円

(評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

2
万

3 ，
00

0
円

) 
ウ

 
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
金
額

 
(ア

) 
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

性
能

が
建

築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性

能
基

準
等
を
定

め
る
省

令
第

10
条

第
1

号
イ

(1
) 及

び
ロ

(1
) に

適

合
し
て
い

る
旨
の

認
定
を
申
請

 

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す

る
。

 
3
 

共
同

住

宅
の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

そ
れ

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を
申

請
す

る
場

合
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

イ
及

び
ウ

に
規

定
す

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す

る
。

 
4 

イ
又
は

  

 
 

 
(ア

) 
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
8

万
7 ，

00
0
円

 
( イ

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

11
万

1，
00

0
円

 
ウ

 
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
場

合
以

外

の
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該
判

定

に
係
る

1
棟

の
建
築
物
の
う
ち

住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

部
分

の

床
面
積
の
合
計
の

区
分
に

応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額

 
( ア

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
1

万
円

 
(イ

) 
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

1
万

7 ，
00

0
円

 

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

の
変

更
( 

 

1
件

 
ア
 
省
令
第

1
条
第

1
項
第

1
号

イ

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

判
定

を

受
け

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該

判
定
に
係
る

1
棟
の
建
築
物
の

う

ち
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

部

分
( 増

築
又
は

改
築

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
当
該
増
築
又
は

改
築
に
係

る

部
分
に
限
る
。

)(
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費

性
能

の
算

定
の

対
象

に
該

当
し

な

い
部
分
を
除
く
。

)の
床
面
積
の

合
 

 

 

68



 

現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
す

る
場

合
 
次
に
掲

げ
る

当
該

申
請
に
係

る
1
棟
の
建
築
物
の

床
面

積
の

合
計

の
区

分
に

応

じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に

定
め

る
金

額
 

a 
床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

24
万

7，
00

0
円

(建
築
物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向

上
に

関
す

る
法

律
( 平

成
27

年
法
律
第

53
号

) 第
15

条
第

1
項

に
規

定
す

る
登

録
建

築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

判

定
機

関
に

よ
る

技
術

的
審

査

(以
下

「
判

定
機

関
審
査

」
と

い
う

。
)を

受
け

た
場

合
に

あ
っ
て
は

、
1
万

1 ，
00

0
円

) 
b  

床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

39
万

9,
00

0
円

( 判
定
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

3
万

円
) 

(イ
) 

当
該

申
請

に
係

る
建

築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

性
能

が
建

築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性

能
基

準
等
を
定

め
る
省

令
第

10
条

第
1

号
イ

(2
) 及

び
ロ

(2
) に

適

合
し
て
い

る
旨
の

認
定
を
申
請

 

ウ
の

場
合

に
お
い
て
、

同
一

の
建

築
物

に
係

る
こ

の
項

の
ア

の
認

定
を

同
時

に
申

請
す

る
と
き
は
、

当
該

ア
の

申
請

に
係

る
手

数
料

は
、
徴
収
し

な
い
。

 
5 

法
第

30
条

第
2

項

の
規

定
に

よ
る

申
出

を
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、
こ
の

項
に

規
定

す
る

金
額

に
建

築
物

に
関

す
る

確
認

に
係

る
手

数
料

の
額
を
加

  

 
軽

微

な
変

更
を

除 く
。

)
に

伴

う
建

築
物

エ
ネ

ル ギ
ー

消
費

性
能

適
合

性
判

定
手

数
料

 

 
計
の
区
分

に
応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額

 
( ア

)  
床

面
積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

11
万

8 ，
00

0
円

 
(イ

) 
床

面
積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

15
万
円

 
イ

 
省
令
第

1
条
第

1
項
第

1
号

ロ

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

判
定

を

受
け

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該

判
定
に
係
る

1
棟
の

建
築
物
の

う

ち
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

部

分
(増

築
又

は
改

築
の

場
合

に
あ

っ

て
は
、
当
該
増

築
又
は

改
築
に
係
る

部
分
に
限

る
。

)(
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費

性
能

の
算

定
の

対
象

に
該

当
し

な

い
部
分

を
除

く
。

) の
床

面
積

の
合

計
の
区
分

に
応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額

 
(ア

) 
床

面
積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
4

万
9，

00
0
円

 
( イ

)  
床

面
積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

6
万

4 ，
00

0
円

 
ウ

 
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
場

合
以

外

の
場
合
 

次
に
掲

げ
る
当

該
判
定
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
す

る
場

合
 
次
に
掲

げ
る

当
該

申
請
に
係

る
1
棟
の
建
築
物
の

床
面

積
の

合
計

の
区

分
に

応

じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に

定
め

る
金

額
 

a 
床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

9
万

5，
00

0
円

(判
定
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万

1 ，
00

0
円

) 
b  

床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

15
万

9 ，
00

0
円

( 判
定
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

3
万
円

) 

算
し

た
と

す

る
。

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

変
更

認
定

 

1
件

 
ア

 
工

事
の

着
手

予
定

時
期

及
び

完

了
予

定
時

期
の

変
更

の
み

の
場

合
 

1
戸

又
は

1
棟
に
つ
き

1 ，
00

0
円

 
イ

 
住

戸
を

単
位

と
し

て
変

更
認

定

を
申

請
す

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る

当
該
申
請
に
係
る

1
棟
の
住
宅
の

当
該

申
請

の
対

象
で

あ
る

戸
数

の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
金
額

 
( ア

)  
住
宅
の

戸
数
が

1
戸
の
も
の
 

次
に
掲

げ
る
床
面
積

の
合

計
の

区
分
に

応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め
る
金

額
 

1
 

同
一

の

建
築

物
に

係
る

こ
の

項
の

イ
及

び
ウ

の
変

更
認

定
を

同
時

に
申

請
す

る
場

合
は
、
当
該

イ
の

申
請

に
係

る
手

数
料
は
、
徴

収
し
な
い
。

 

 
 

 
に
係
る

1
棟

の
建
築
物
の
う
ち

住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

部
分

の

床
面
積
の

合
計
の

区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次

に
定
め

る
額

 
( ア

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
1

万
円

 
(イ

) 
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

1
万

7 ，
00

0
円

 

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

軽
微

変
更

該
当

証
明

書
交

付
手

数
料

 

1
件

 
ア

 
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

確
保
計
画

が
省
令

第
1
条
第

1
項

第
1

号
イ
に
適
合
し

て
い
る
も

の

と
し

て
判

定
を

受
け

て
て

い
た

場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該
判

定
に

係

る
1

棟
の
建
築
物
の

う
ち
住
宅

以

外
の
用

途
に

供
す

る
部

分
( 増

築
又

は
改
築
の

場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該

増
築

又
は

改
築

に
係

る
部

分
に

限

る
。

)(
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の

算

定
の

対
象

に
該

当
し

な
い

部
分

を

除
く
。

) の
床

面
積

の
合

計
の

区
分

に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次

に
定
め
る
額

 
( ア

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
11

万
8 ，

00
0
円

 
(イ

) 
床

面
積

の
合

計
が

30
0

平

方
メ
ー
ト

ル
を
超

え
る
も

の
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a 

床
面
積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

2
万

2 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

6 ，
00

0
円

) 
b 

床
面
積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

2
万

4，
00

0
円

(評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

6 ，
00

0
円

) 
( イ

)  
住
宅
の

戸
数

が
2
戸
以
上

4
戸

以
下
の

も
の
 

4
万

4 ，
00

0
円

( 評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合
に
あ

っ
て
は

、
1
万

1，
00

0
円

) 
(ウ

) 
住
宅
の

戸
数
が

5
戸
以
上
の

も
の
 

7
万

4 ，
00

0
円

( 評
価

機
関
審

査
を
受
け
た

場
合

に
あ

て
は
、

2
万

3 ，
00

0
円

) 
ウ

 
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

変
更

認

定
を

申
請

す
る

場
合

 
イ

(イ
)及

び
(ウ

)に
掲

げ
る

当
該

申
請

に
係

る
1

棟
の
建

築
物
の
共
同
住
宅
の

戸
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

( イ
) 及

び
( ウ

) に
定
め

る
金

額
に

、

次
に

掲
げ

る
当

該
申

請
に

係
る

1
棟

の
建
築
物
の
共
同
住
宅

の
住
戸

  
 

2
 

住
宅

(共
同

住
宅

を

除
く

。
) の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

共
同

住
宅

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

変
更

認
定

を
申

請
す

る
場
合
は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

イ
及

び
エ

に
規

定
す

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す
る
。

 
3
 

共
同

住

宅
の

用
途

に
供
す
る

  

 
 

 
15

万
円

 
イ

 
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

確
保
計
画

が
省
令

第
1
条
第

1
項

第
1

号
ロ
に
適
合
し

て
い
る
も

の

と
し

て
判

定
を

受
け

て
い

た
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該
判

定
に

係
る

1
棟

の
建

築
物

の
う

ち
住

宅
以

外
の

用
途
に

供
す

る
部

分
(増

築
又

は
改

築
の
場
合

に
あ
っ

て
は

、
当
該
増
築

又
は

改
築

に
係

る
部

分
に

限

る
。

)(
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の

算

定
の

対
象

に
該

当
し

な
い

部
分

を

除
く
。

) の
床

面
積

の
合

計
の

区
分

に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次

に
定
め
る
額

 
(ア

) 
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
4

万
9 ，

00
0
円

 
( イ

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

6
万

4 ，
00

0
円

 
ウ

 
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
場

合
以

外

の
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該
判

定

に
係
る

1
棟

の
建
築
物
の
う
ち

住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

部
分

の

床
面
積
の

合
計
の

区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次

に
定
め

る
額

 
( ア

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

 
1 
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以

外
の

床
面

積
の

合
計

の
区

分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
金
額

を
加
え
た
金
額

 
( ア

)  
床

面
積

の
合

計
が

30
0

平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
4

万
4，

00
0
円

(評
価
機
関
審
査

を
受
け

た
場
合
に
あ

っ
て

は
、

1
万

1，
00

0
円

) 
( イ

)  
床

面
積

の
合

計
が

30
0

平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

7
万

4 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

2
万

3 ，
00

0
円

) 
エ

 
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

変
更

認

定
を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ

る
場
合
の
区
分
に

応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
金
額

 
( ア

)  
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

性
能

が
建

築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性

能
基

準
等
を
定

め
る
省
令
第

10
条

第
1

号
イ

(1
)及

び
ロ

(1
)に

適

合
し
て
い

る
旨
の
変
更

1
号
イ

(1
) 及

び
ロ

(1
) に

適
合

し
て

い

る
旨
の

変
更
認
定
を

申
請

す
る

場
合
 

次
に
掲
げ
る

当
該

申
請

に
係
る

1
棟
の
建
築
物
の
床
面

 

部
分

及
び

そ
れ

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

変
更

認
定

を
申

請
す

る
場
合
は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

ウ
及

び
エ

に
規

定
す

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す
る
。

 
4
 

イ
又

は

ウ
の

場
合

に
お
い
て
、

同
一

の
建

築
物

に
係

る
こ

の
項

の
イ

の
変

更
認
定
を

  

 
 

 
万
円

 
( イ

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

1
万

7 ，
00

0
円

 

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

認
定

 

1
件

 
ア

 
住

戸
を

単
位

と
し

て
認

定
を

申

請
す

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該

申
請
に
係
る

1
棟
の
住
宅
の
当

該

申
請

の
対

象
で

あ
る

戸
数

の
区

分

に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次

に
定
め
る
金

額
 

(ア
) 

住
宅
の

戸
数
が

1
戸
の
も

の
 

次
に
掲
げ
る
床

面
積

の
合
計
の

区
分
に
応
じ
、

そ
れ

ぞ
れ
次
に

定
め
る
金

額
 

a  
床
面

積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

3
万

8 、
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

6，
00

0
円

) 
b 

床
面

積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

4
万

3 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

6 ，
00

0
円

) 
( イ

)  
住
宅
の

戸
数
が

2
戸
以
上

4
戸
以
下
の

も
の
 

7
万

6 ，
00

0
円

(評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合
に
あ

っ
て
は

、
1
万

1,
00

0 
 1

 
同

一
の

建
築

物
に

係
る

こ
の

項
の

ア
及

び
イ

の
認

定
を

同
時

に
申

請
す

る
場
合
は

、

当
該

ア
の

申
請

に
係

る
手

数
料

は
、
徴

収
し

な
い
。

 
2
 

住
宅

(共
同

住
宅

を

除
く

。
)の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

共
同

住
宅

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一
の
建
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積

の
合

計
の
区
分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
金
額

 
a  

床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

12
万

9 ，
00

0
円

( 判
定
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

1
万

1，
00

0
円

) 
b 

床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

21
万

4 ，
00

0
円

( 判
定
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

3
万
円

) 
( イ

)  
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

性
能

が
建

築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性

能
基

準
等
を
定

め
る
省
令
第

10
条

第
1

号
イ

(2
) 及

び
ロ

(2
) に

適

合
し
て

い
る
旨
の
変

更
認

定
を

申
請
す

る
場
合
 
次

に
掲

げ
る

当
該
申
請

に
係
る

1
棟
の

建
築

物
の
床

面
積
の
合
計

の
区

分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次

に
定

め
る

金
額

 
a  

床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

5
万

3 ，
00

0
円

( 判
定
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
1
万

1，
00

0
円

) 

同
時

に
申

請
す

る
と

き
は
、
当
該

イ
の

申
請

に
係

る
手

数
料
は
、
徴

収
し
な
い
。

 
5 

法
第

31
条

第
2

項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

30
条

第
2

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
こ
の
項

に
規

定
す

る
金

額
に

建
築

物
に

関
す

る
確

認
に

係
る

手
数

料
の

額
を

加
算

し
た

金
額

と
す
る
。

 

 
 

 
円

) 
( ウ

)  
住
宅
の

戸
数
が

5
戸
以
上

の
 

も
の
 

12
万

6 ，
00

0
円

( 評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に

あ
っ
て
は

、
2
万

3 ，
00

0
円

) 
イ

 
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請
す

る
場

合
 

ア
(イ

)及
び

(ウ
)

に
掲
げ
る

当
該
申

請
に
係
る

1
棟

の
建

築
物

の
共

同
住

宅
の

戸
数

の

区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア

( イ
) 及

び
( ウ

) に
定
め

る
金
額

に
、
次
に

掲

げ
る
当
該

申
請
に

係
る

1
棟
の

建

築
物

の
共

同
住

宅
の

住
戸

以
外

の

床
面
積
の

合
計
の

区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
加

え

た
金
額

 
( ア

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
7

万
6 ，

00
0
円

( 評
価
機
関

審
査

を
受
け
た
場
合

に
あ

っ
て
は
、

1
万

1，
00

0
円

) 
(イ

) 
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

12
万

6 ，
00

0
円

( 評
価
機

関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

2
万

3 ，
00

0
円

) 
ウ

 
住
宅
以
外
の

用
途
に

供
す
る

一
 

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を
申

請
す

る
場

合
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

ア
及

び
ウ

に
規

定
す

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す

る
。

 
3
 

共
同

住

宅
の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

そ
れ

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を
申

請
す

る
場

合
は
、
そ
れ
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
b 

床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

9
万

4 ，
00

0
円

( 判
定
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

3
万

円
) 

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

適
合

認
定

 

1
件

 
ア

 
住
宅

( 共
同
住
宅

を
除
く
。

) の
用

途
に

供
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位

と
し

て
認

定
を

申
請

す
る

場
合
 

次
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分

に
応
じ

、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
金

額
 

(ア
) 

当
該

申
請

に
係

る
建

築
物

に
つ
い

て
建
築
物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費
性

能
基
準
等
を

定
め

る
省

令
( 以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「
基

準
省
令

」
と
い
う
。

) 第
1
条
第

1
項

第
2

号
イ

(1
) 及

び
ロ

(1
) 

に
適
合

し
て
い
る
旨

の
認

定
を

申
請
す

る
場
合
 
次

に
掲

げ
る

当
請
に
係

る
1
棟
の
建
築
物
の

床
面

積
の

合
計

の
区

分
に

応

じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に

定
め

る
金

額
 

a  
床
面
積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

3
万

7，
00

0
円

(評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

5,
00

0
円

) 
b  

床
面
積
の
合

計
が

20
0
平

 

1
 

住
宅

( 共
同

住
宅

を

除
く

。
) の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

共
同

住
宅

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
築

物
を

単
位

と
し

て
認

定
を

申
請

す
る

場
合

は
、
そ
れ
ぞ

れ
の

部
分

に
つ

き
こ

の
項

の
ア

及
び

ウ
に

規
定

す
る

金
額

を
合

計
し
た
金

  
 

 
 

 
の

建
築

物
を

単
位

と
し

て
認

定
を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の
区
分

に
応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
金

額
 

( ア
)  

当
該

申
請

に
係

る
建

築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

性
能
が
省

令
第

10
条

第
1
号
イ

(1
)及

び

ロ
(1

)に
適

合
し

て
い

る
旨

の

認
定
を
申
請
す

る
場

合
 
次
に

掲
げ
る
当

該
申
請

に
係
る

1
棟

の
建
築
物
の
床

面
積

の
合
計
の

区
分
に
応
じ
、

そ
れ

ぞ
れ
次
に

定
め
る
金

額
 

a 
床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

24
万

7，
00

0
円

(建
築
物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向

上
に

関
す

る
法

律
( 平

成
27

年
法
律
第

53
号

) 第
15

条
第

1
項

に
規

定
す

る
登

録
建

築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

判

定
機

関
に

よ
る

技
術

的
審

査

(以
下

「
判

定
機

関
審

査
」

と

い
う

。
) を

受
け

た
場

合
に

あ
っ
て
は

、
1
万

1 ，
00

0
円

) 
b  

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

39
万

9，
00

0
円

(判
定
機

関
 

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

イ
及

び
ウ

に
規

定
す

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す

る
。

 
4
 

イ
又

は

ウ
の

場
合

に
お
い
て

、

同
一

の
建

築
物

に
係

る
こ

の
項

の
ア

の
認

定
を

同
時

に
申

請
す

る
と
き
は

、

当
該

ア
の

申
請

に
係

る
手

数
料

は
、
徴
収
し

な
い
。

 
5  

法
第

35
条

第
2

項

の
規

定
に

よ
る
申
出
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

も
の
 

4
万

1 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

5 ，
00

0
円

) 
( イ

)  
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

に
つ
い
て
基
準
省

令
第

1
条
第

1
項
第

2
号
イ

(2
)及

び
ロ

(2
)

に
適
合

し
て
い

る
旨
の
認

定
を

申
請
す

る
場
合

 
次
に
掲

げ
る

当
該
申
請
に
係
る

1
棟
の
建
築

物
の
床

面
積
の

合
計
の
区

分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に
定

め
る

金
額

 
a 

床
面

積
の
合
計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

1
万

9，
00

0
円

(評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

5 ，
00

0
円

) 
b  

床
面

積
の
合
計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 
 

2
万
円

(評
価

機
関

審
査

を
受

け
た
場
合

に
あ
っ

て
は
、

5，
00

0
円

) 
イ

 
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の
区
分

に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次

に

定
め
る
金

額
 

額
と
す
る
。

 
2
 

共
同

住

宅
の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

そ
れ

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を
場

合
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

イ
及

び
ウ

に
規

定
す

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す

る
。

 

 
 

 
審
査
を
受
け
た
場
合

に
あ
っ

て
は
、

3
万
円

) 
( イ

)  
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

が

省
令
第

10
条
第

1
号
イ

(2
)

及
び

ロ
(2

)に
適

合
し

て
い

る

旨
の

認
定

を
申

請
す

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
当

該
申

請
に

係

る
1

棟
の
建
築
物
の

床
面
積

の
合
計
の

区
分
に

応
じ

、
そ
れ

ぞ
れ
次
に

定
め
る

金
額

 
a  

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

9
万

5，
00

0
円

(判
定
機

関

審
査
を
受
け
た
場
合

に
あ
っ

て
は
、

1
万

1，
00

0
円

) 
b  

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
も
の
 

15
万

9 ，
00

0
円

( 判
定
機

関

審
査
を
受
け
た
場
合

に
あ
っ

て
は
、

3
万
円

) 

を
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は
、
こ
の

項
に

規
定

す
る

金
額

に
建

築
物

に
関

す
る

確
認

に
係

る
手

数
料

の
額

を
加

算
し

た
金

額
と
す
る

。
 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

 

1
件

 
ア

 
工

事
の

着
手

予
定

時
期

及
び

完

了
予

定
時

期
の

変
更

の
み

の
場

合
 

1
戸

又
は

1
棟
に
つ
き

1，
00

0
円

 
イ

 
住

戸
を

単
位

と
し

て
変

更
認

定

を
申

請
す

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る

当
該
申
請

に
係
る

1
棟
の
住
宅

の

当
該
申
請

の
対
象

で
あ
る

戸
数
の

  

1
 

同
一

の

建
築

物
に

係
る

こ
の

項
の

イ
及

び
ウ

の
変

更
認

定
を

同
時
に
申
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行

 
改

正
案

 

 
 

 
(ア

) 
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

に
つ
い
て

基
準
省
令
第

1
条
第

1
項

第
2

号
イ

(1
) 及

び
ロ

(1
)

に
適
合

し
て
い
る
旨

の
認

定
を

申
請
す

る
場
合
 
次

に
掲

げ
る

当
該
申
請

に
係
る

1
棟
の

建
築

物
の
床

面
積
の
合
計

の
区

分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次

に
定

め
る

金
額

 
a  

床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

7
万

4 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万

円
) 

b 
床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

12
万

4 ，
00

0
円

( 評
価
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

2
万

1 ，
00

0
円

) 
( イ

)  
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

に
つ
い
て

基
準
省
令
第

1
条
第

1
項

第
2

号
イ

(2
)及

び
ロ

(2
)

に
適
合

し
て
い
る
旨

の
認

定
を

申
請
す

る
場
合
 
次

に
掲

げ
る

当
該
申
請

に
係
る

1
棟
の

建
築

物
の
床

面
積
の
合
計

の
区

分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次

に
定

め
る

金
額

 

 
 

計
画

変
更

認
定

 

 
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め

る
金
額

 
( ア

)  
住
宅
の

戸
数
が

1
戸
の
も

の
 

次
に

掲
げ

る
床

面
積

の
合

計
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
金
額

 
a 

床
面

積
の
合

計
が

20
0
平
方

メ
ー
ト
ル

以
下
の

も
の
 

2
万

2 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審
査
を

受
け
た
場

合
に
あ

っ
て
は

、
6 ，

00
0
円

) 
b  

床
面

積
の
合

計
が

20
0
平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

も
の

 
2

万
4，

00
0
円

(評
価
機
関

審
査

を
受
け
た
場
合

に
あ

っ
て
は
、

6，
00

0
円

) 
( イ

)  
住
宅
の

戸
数
が

2
戸
以
上

4
戸
以
下
の

も
の
 

4
万

4 ，
00

0
円

( 評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合
に
あ

っ
て
は

、
1
万

1 ，
00

0
円

) 
(ウ

) 
住
宅
の

戸
数
が

5
戸
以
上

の

も
の
 

7
万

4，
00

0
円

(評
価

機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に

あ
っ
て
は

、
2
万

3 ，
00

0
円

) 
ウ

 
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

変
更

認

定
を
申
請

す
る
場

合
 
イ

(イ
)及

  

請
す

る
場

合
は
、
当
該

イ
の

申
請

に
係

る
手

数
料
は

、
徴

収
し
な
い

。
 

2
 

住
宅

(共
同

住
宅

を

除
く

。
) の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

共
同

住
宅

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

変
更

認
定

を
申

請
す

る
場
合
は

、

そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

イ
及

び
エ

に
規

定
す
る
金
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現
行

 
改
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a 

床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

3
万

5 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万

円
) 

b 
床
面
積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

6
万

1，
00

円
(評

価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

2
万

1 ，
00

0
円

) 
ウ

 
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
金
額

 
(ア

) 
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物
に

つ
い

て
基

準
省

令
第

1
条

第
1
項
第

1
号
イ
に
適
合

し
て

い
る

旨
の

認
定

を
申

請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

当

該
申
請
に

係
る

1
棟

の
建
築

物
の

床
面

積
の

合
計

の
区

分

に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め

る
金
額

 
a  

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

24
万

6 ，
00

0
円

( 判
定
機

関

審
査
を
受
け
た
場

合
に
あ
っ

 

 
 

 
 

び
(ウ

)に
掲

げ
る

当
該

申
請

に
係

る
1

棟
の
建
築
物
の

共
同
住
宅

の

戸
数
の
区

分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

( イ
) 及

び
( ウ

) に
定

め
る

金
額

に
、

次
に

掲
げ

る
当

該
申

請
に

係
る

1
棟

の
建

築
物

の
共

同
住

宅
の

住
戸

以
外

の
床

面
積

の
合

計
の

区
分

に

応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め
る
金
額

を
加
え
た

金
額

 
( ア

)  
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の

 
4

万
4 ，

00
0
円

( 評
価
機
関

審
査

を
受
け
た
場
合

に
あ

っ
て
は
、

1
万

1，
00

0
円

) 
(イ

) 
床
面

積
の

合
計

が
30

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

7
万

4 ，
00

0
円

( 評
価
機

関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

2
万

3 ，
00

0
円

) 
エ

 
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

変
更

認

定
を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ

る
場
合
の

区
分
に

応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め

る
金
額

 
( ア

)  
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

性
能
が
省

令
第

10
条

第
1
号
イ

(1
) 及

び

ロ
(1

)に
適
合

し
て
い

る
旨
の

  

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す
る
。

 
3
 

共
同

住

宅
の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

そ
れ

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

変
更

認
定

を
申

請
す

る
場
合
は

、

そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

ウ
及

び
エ

に
規

定
す

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す
る
。

 
4
 

イ
又

は

ウ
の
場
合
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
て
は
、

1
万
円

) 
b  

床
面

積
の
合
計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

39
万

8 ，
00

0
円

( 判
定
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

2
万

9，
00

0
円

) 
(イ

) 
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

に
つ
い
て
基
準
省

令
第

1
条
第

1
項
第

1
号
ロ
に

適
合
し

て
い

る
旨
の
認
定
を
申

請
す
る

場
合
 

次
に
掲
げ
る
当

該
申
請
に
係
る

1
棟

の
建

築
物
の
床
面
積
の
合

計
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
金
額

 
a 

床
面

積
の
合
計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

9
万

4 ，
00

0
円

( 判
定

機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万
円

) 
b  

床
面

積
の
合
計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

15
万

7，
00

0
円

(判
定
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

2
万

9 ，
00

0
円

) 

 

 

 
 

 
変

更
認

定
を

申
請

す
る

場
合
 

次
に

掲
げ

る
当

該
申

請
に

係
る

1
棟

の
建

築
物

の
床

面
積

の
合

計
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
金
額

 
a 

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

も
の

12
万

9，
00

0
円

(判
定
機
関

審
査
を

受
け
た
場

合
に
あ

っ
て
は

、
1

万
1 ，

00
0
円

) 
b  

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

も
の
 

21
万

4 ，
00

0
円

( 判
定
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

3
万
円

) 
(イ

) 
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

が
省

令
第

10
条
第

1
号
イ

(2
) 及

び

ロ
(2

) に
適

合
し

て
い

る
旨

の

変
更

認
定

を
申

請
す

る
場

合
 

次
に
掲

げ
る
当

該
申

請
に

係
る

1
棟
の
建
築
物
の

床
面
積

の
合

計
の
区

分
に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に
定
め
る
金
額

 
a  

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

5
万

3 ，
00

0
円

( 判
定

機
関
審

査
を
受
け

た
場
合

に
あ
っ

て
  

に
お
い
て
、

同
一

の
建

築
物

に
係

る
こ

の
項

の
イ

の
変

更
認

定
を

同
時

に
申

請
す

る
と

き
は
、
当
該

イ
の

申
請

に
係

る
手

数
料
は
、
徴

収
し
な
い
。

 
5 

法
第

36
条

第
2

項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

35
条

第
2

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
こ
の
項

に
規

定
す

る
金

額
に

建
築

物
に

関
す
る
確
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
、

1
万

1，
00

0
円

) 
b  

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

9
万

4 ，
00

0
円

( 判
定
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

3
万

円
 

認
に

係
る

手
数

料
の

額
を

加
算

し
た

金
額

と
す
る
。

 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

適
合

認
定

 

1
件

 
ア

 
住
宅

(共
同
住
宅
を
除
く
。

)の
用

途
に

供
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位

と
し

て
認

定
を

申
請

す
る

場
合
 

次
に
掲
げ

る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ

次
に
定

め
る
金
額

 
(ア

) 
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

に
つ
い
て

省
令
第

1
条

第
1
項

第
2

号
イ

(1
) 及

び
ロ

(1
) に

適

合
し
て
い
る
旨

の
認

定
を
申
請

す
る
場
合
 
次

に
掲

げ
る
当
請

に
係
る

1
棟
の
建
築
物
の
床
面

積
の
合
計
の
区

分
に

応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次

に
定
め

る
金
額

 
a 

床
面

積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

3
万

7 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

5 ，
00

0
円

) 
b  

床
面

積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

4
万

1,
00

0
円

(評
価
機
関
審

査
を
受
け

た
場
合

に
あ
っ

て
  

1
 

住
宅

(共
同

住
宅

を

除
く

。
) の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

共
同

住
宅

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
築

物
を

単
位

と
し

て
認

定
を

申
請

す
る

場
合

は
、
そ
れ
ぞ

れ
の

部
分

に
つ

き
こ

の
項

の
ア

及
び

ウ
に

規
定

す
る

金
額
を
合
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
、

5 ，
00

0
円

 
( イ

)  
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

に
つ
い
て

省
令
第

1
条

第
1
項

第
2

号
イ

(2
)及

び
ロ

(2
)に

適

合
し
て
い
る
旨

の
認

定
を
申
請

す
る
場
合
 
次

に
掲

げ
る
当
該

申
請
に
係

る
1
棟
の
建
築

物
の

床
面

積
の

合
計

の
区

分
に

応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に

定
め
る
金

額
 

a 
床
面

積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

1
万

9，
00

0
円

(評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

5 ，
00

0
円

) 
b  

床
面

積
の
合

計
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 
 

2
万
円

(評
価
機

関
審

査
を

受

け
た
場
合

に
あ
っ

て
は
、

5，
00

0
円

) 
イ

 
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の
区
分

に
応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
金

額
 

( ア
)  

当
該

申
請

に
係

る
建

築
物

に
つ
い
て

省
令
第

1
条

第
1
項

第
2
号
イ

(1
)及

び
ロ

(1
)に

適
  

計
し

た
金

額
と
す
る

。
 

2
 

共
同

住

宅
の

用
途

に
供

す
る

部
分

及
び

そ
れ

以
外

の
用

途
に

供
す

る
部

分
を

有
す

る
一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を
場

合
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
部

分
に

つ
き

こ
の

項
の

イ
及

び
ウ

に
規

定
す

る
金

額
を

合
計

し
た

金
額

と
す

る
。
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
し
て
い
る
旨

の
認

定
を
申
請

す
る
場
合
 
次

に
掲

げ
る
当
該

申
請
に
係

る
1
棟
の
建
築

物
の

床
面

積
の

合
計

の
区

分
に

応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に

定
め
る
金

額
 

a 
床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

7
万

4 ，
00

0
円

( 評
価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万

円
) 

b  
床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

12
万

4，
00

0
円

(評
価
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

2
万

1，
00

0
円

) 
( イ

)  
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

に
つ
い
て

省
令
第

1
条

第
1
項

第
2

号
イ

(2
) 及

び
ロ

(2
) に

適

合
し
て
い
る
旨

の
認

定
を
申
請

す
る
場
合
 
次

に
掲

げ
る
当
該

申
請
に
係

る
1
棟
の
建
築

物
の

床
面

積
の

合
計

の
区

分
に

応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に

定
め
る
金

額
 

a  
床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

3
万

5，
00

0
円

(評
価
機
関
審
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
 

 
 

 
 

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万

円
) 

b  
床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

6
万

1 ，
00

円
( 評

価
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

2
万

1，
00

0
円

) 
ウ

 
住

宅
以

外
の

用
途

に
供

す
る

一

の
建

築
物

を
単

位
と

し
て

認
定

を

申
請

す
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の
区
分

に
応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
金

額
 

( ア
)  

当
該

申
請

に
係

る
建

築
物

に
つ
い
て

省
令
第

1
条

第
1
項

第
1
号
イ

に
適
合

し
て
い

る
旨

の
認
定
を
申
請

す
る

場
合
 
次

に
掲
げ
る

当
該
申

請
に
係

る
1

棟
の
建
築
物
の

床
面

積
の
合
計

の
区
分
に
応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
金
額

次
に

掲
げ
る
当

該
申
請
に

係
る

1
棟
の
建

築
物

の
床
面
積
の
合

計
の

区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に

定
め
る
金

額
 

a  
床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

24
万

6 ，
00

0
円

( 判
定
機
関

審
査
を
受

け
た
場

合
に
あ

っ
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現
行

 
改

正
案

 

 
 

 
 

 

( 略
) 

 

 
 

 
て

は
、

1
万
円

) 
b  

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

39
万

8 ，
00

0
円

( 判
定
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

2
万

9，
00

0
円

) 
(イ

) 
当

該
申

請
に

係
る

建
築

物

に
つ
い
て

省
令
第

1
条

第
1
項

第
1
号
ロ

に
適
合

し
て
い

る
旨

の
認
定
を
申
請

す
る

場
合
 
次

に
掲
げ
る

当
該
申

請
に
係

る
1

棟
の
建
築
物
の

床
面

積
の
合
計

の
区
分
に
応
じ

、
そ

れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る

金
額

 
a 

床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

9
万

4 ，
00

0
円

( 判
定
機
関
審

査
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て

は
、

1
万

円
) 

b  
床
面

積
の
合

計
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
も

の
 

15
万

7，
00

0
円

(判
定
機
関

審
査

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ

て
は
、

2
万

9 ，
00

0
円

) 

 

( 略
) 

  

83



恵
庭
市
手
数
料
徴
収
条
例
新
旧
対
照

表
（

抄
）
＜
第

２
条
関
係
＞

 
現
行

 
改

正
案

 

第
1
条
～
第

7
条
 

(略
) 

 別
表

( 第
2
条
関
係

) 種
類

 
金

額
 

備
考

 

単
位

 
額

 

戸
籍

及
び

住
民

登
録

関
係

 

( 略
) 

身
分
に
関
す
る
証

明
 

1
通

 
30

0
円

 
 

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
す

る
法
律

(平
成

25
年
法
律
第

27
号

)に
よ
る
通
知
カ
ー

ド

の
再
交
付

 

1
件

 
50

0
円

 
 

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

個
人

番
号

カ
ー
ド
の
再
交
付

 

1
件

 
80

0
円

 
 

( 略
) 

 

第
1
条
～
第

7
条
 

(略
) 

 別
表

( 第
2
条
関
係

) 種
類

 
金

額
 

備
考

 

単
位

 
額

 

戸
籍

及
び

住
民

登
録

関
係

 

( 略
) 

身
分
に
関
す
る
証

明
 

1
通

 
30

0
円

 
 

(略
) 
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議案第３号 

 

恵庭市税条例の一部改正について 

 

恵庭市税条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

令和３年６月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市税条例の一部を改正する条例 

恵庭市税条例（昭和５１年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２４条の２第１項第１号イ及びウ中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てられる

ことが明らかなものを除き、」を加え、同号エ中「を除く。」を「及び出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除き、」に改め、同号オ及びカ中「寄附金（」の次に「出資に

関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同号キ中「を除く。」を「及

び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同号ク中「寄附金（」

の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同号コ中「も

の」の次に「、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加える。 

第１０１条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」を「１本」

に改め、同条第３項中「０．４を」を「０．２を」に、「０．６」を「０．８」に改め、同項第

３号中「所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第２

号に定める」を「たばこ税法（昭和５９年法律第７２号）第１１条第１項に規定する」に改め、

同号イ中「（昭和５９年法律第７２号）」を削る。 

第１０２条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。 
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附則第４条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年１０月１日から施行する。ただし、第２４条の２第１項第１号

及び附則第４条の改正規定並びに次条の規定は、令和４年１月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の恵庭市税条例（以下「新条例」という。）第２４条の２第１項

第１号の規定は、所得割の納税義務者が前条ただし書きに規定する規定の施行の日以後に支

出する同号に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が前条ただし書

きに規定する規定の施行の日前に支出したこの条例による改正前の恵庭市税条例第２４条

の２第１項第１号に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであっ

た葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る市たばこ税） 

第４条 令和３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する

卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改

正する法律（平成３０年法律第７号）附則第５１条第１１項の規定により製造たばこの製造

者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ

なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者

等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たば

こを直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡

したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当

該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，００

０本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税
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法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２５号）別記第２号様式による申

告書を令和３年１１月１日までに市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令和４年３月３１日までに、その申告に係る税

金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第３４

号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか、新条例

第１０条、第１０５条第４項及び第５項、第１０７条の２並びに第１０８条の規定を適用す

る。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１０条 第１０５条第１項若しくは

第２項 

恵庭市税条例の一部を改正す

る条例（令和３年条例第 

号。以下この条及び第２章第

４節において「令和３年改正

条例」という。）附則第４条第

３項 

第１０条第２号 第１０５条第１項若しくは

第２項 

令和３年改正条例附則第４条

第２項 

第１０条第３号 第８８条の６第１項の申告

書、第１０５条第１項若し

くは第２項の申告書又は第

１３８条第１項の申告書で

その提出期限 

令和３年改正条例附則第４条

第３項の納期限 

第１０５条第４項 施行規則第３４号の２様式

又は第３４号の２の２様式 

地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成３０年総務

省令第２５号）別記第２号様

式 
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第１０５条第５項 第１項又は第２項 令和３年改正条例附則第４条

第３項 

第１０７条の２第１項 第１０５条第１項又は第２

項 

令和３年改正条例附則第４条

第２項 

当該各項 同項 

第１０８条第２項 第１０５条第１項又は第２

項 

令和３年改正条例附則第４条

第３項 

５ 新条例第１０６条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内

に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定により市た

ばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。

この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の

規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による

書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようと

する製造たばこについて第１項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであ

った旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記

載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 
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に
対
す

る
寄
附
金

( 法
第

31
4
条
の

7
第

1
項

第
2
号
に

掲
げ
る

も
の
及

び
出
資

に
関

す
る
業
務

に
充
て
ら
れ
る

こ
と
が
明
ら
か

な
も
の

を
除
き

、
当
該

法
人
の

主
た

る
目
的
で

あ
る
業
務
に
関

連
す
る
も
の
に

限
る
。

) 

ク
 
所
得
税
法
施

行
令

第
21

7
条
第

6
号
に
規
定

す
る
更

生
保

護
法
人
に
対
す

る
寄
附
金

( 出
資
に
関

す
る
業
務
に
充
て

ら
れ
る

こ
と
が

明
ら
か

な
も
の

を
除
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現
行

 
改

正
案

 

 
 
当
該

法
人
の

主
た
る
目
的
で
あ
る
業

務
に
関

連
す
る
も
の
に
限
る
。

) 

ケ
 

( 略
) 

コ
 
租
税

特
別
措
置
法

( 昭
和

32
年

法
律

第
26

号
) 第

41
条
の

18
の

2
第

2

項
に

規
定

す
る

特
定

非
営

利
活

動
に
関

す
る

寄
附

金
( そ

の
寄
附
を
し
た
者

に

特
別
の
利
益
が
及
ぶ
と
認

め
ら
れ

る
も
の
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
及
び

次
号
に

掲
げ
る

寄
附
金
を
除
く
。

) 

(2
)  

( 略
) 

2 
(略

) 

 第
25

条
～
第

10
0条

の
2 

(略
) 

 

(た
ば

こ
税
の

課
税
標

準
) 

第
10

1
条

 
た
ば

こ
税
の
課
税
標
準
は
、
第

99
条
の

2
第

1
項

の
売
渡
し
又
は
同
条

第
2
項
の
売

渡
し
若
し
く
は
消
費

等
(以

下
こ
の
条
及

び
第

10
5
条
に
お
い
て
「
売

渡
し
等
」
と
い
う

。
)に

係
る
製
造
た
ば

こ
の
本

数
と
す

る
。

 

2  
前

項
の

製
造

た
ば
こ

( 加
熱
式

た
ば

こ
を

除
く

。
) の

本
数
は

、
紙
巻

た
ば

こ
の
本

数
に
よ
る
も
の
と

し
、
次

の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
製
造
た

ば
こ
の

本
数
の
算
定
に
つ

い
て
は

、
同

欄
の
区

分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に
定
め
る
重
量
を
も
っ

て

紙
巻
た
ば
こ
の

1
本
に
換
算
す
る

も
の
と

す
る
。
た
だ

し
、

1
本
当
た
り
の
重
量
が

0.
7
グ

ラ
ム
未
満
の
葉
巻

た
ば
こ

の
本
数
の
算
定
に
つ
い

て
は
、
当
該
葉
巻
た
ば
こ

 

の
1
本
を
も

っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の

0.
7
本

に
換
算

す
る
も
の
と
す
る
。

 

き
、
当
該
法
人
の

主
た
る
目
的
で

あ
る
業

務
に
関

連
す
る
も
の
に

限
る
。

) 

ケ
 

( 略
) 

コ
 
租
税
特
別
措

置
法

( 昭
和

32
年

法
律
第

26
号

) 第
41

条
の

18
の

2
第

2

項
に
規
定
す
る

特
定

非
営
利
活

動
に
関

す
る

寄
附
金

( そ
の

寄
附

を
し

た
者

に

特
別
の
利
益
が
及

ぶ
と
認
め
ら
れ

る
も
の

、
出
資
に

関
す
る

業
務

に
充
て

ら
れ

る
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
及
び
次

号
に
掲

げ
る
寄

附
金
を
除
く
。

) 

 
(2

)  
( 略

) 

2 
(略

) 

 第
25

条
～
第

10
0条

の
2 

(略
) 

  
(た

ば
こ
税
の
課
税

標
準

) 

第
10

1
条

 
た
ば
こ
税
の

課
税
標
準
は
、
第

99
条
の

2
第

1
項

の
売
渡

し
又
は
同
条

第
2
項
の
売
渡
し
若
し
く
は

消
費

等
(以

下
こ

の
条
及
び
第

10
5
条

に
お
い
て

「
売

渡
し
等
」
と
い
う
。

)に
係
る
製

造
た
ば
こ
の
本

数
と
す

る
。

 

2  
前
項
の
製

造
た
ば
こ

( 加
熱
式

た
ば

こ
を
除

く
。

) の
本

数
は

、
紙

巻
た

ば
こ
の

本

数
に
よ
る
も
の
と
し
、
次

の
表
の
左
欄
に

掲
げ
る

製
造
た
ば
こ
の

本
数
の

算
定
に

つ

い
て
は
、
同
欄
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に

定
め

る
重
量

を
も
っ

て

紙
巻
た
ば
こ
の

1
本

に
換
算

す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、

1
本

当
た
り
の
重
量
が

1
グ

ラ
ム
 
未
満
の
葉
巻

た
ば
こ
の
本
数
の
算
定

に
つ
い

て
は
、
当
該
葉
巻
た
ば
こ

 

の
1
本
を
も
っ
て
紙

巻
た
ば
こ
の

1
本
 
に

換
算
す

る
も
の

と
す

る
。
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3 
加
熱

式
た
ば

こ
に
係
る
第

1
項
の
製

造
た
ば

こ
の
本

数
は
、
第

1
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ

り
換
算

し
た
紙

巻
た

ば
こ
の

本
数
に

0.
4

を
乗
じ

て
計
算
し
た
紙
巻
た
ば

こ
の
本
数

、
第

2
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ

り
換
算

し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に

0.
6

を
乗
じ
て

計
算
し

た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数

及
び

第
3

号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換

算
し
た

紙
巻
た

ば
こ
の

本
数
に

0.
6

を
乗

じ
て

計
算
し

た
紙

巻
た
ば
こ
の
本
数
の

合
計
数
に

よ
る
も

の
と
す
る
。

 

(1
) ・

(2
)  

( 略
) 

 
(3

) 
次
に

掲
げ

る
加

熱
式

た
ば

こ
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ
次
に

定
め
る
金

額

の
紙
巻
た

ば
こ
の

1
本
の
金
額
に

相
当
す

る
金
額

( 所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

( 平
成

30
年
法
律
第

7
号

) 附
則
第

48
条
第

1
項
第

2
号
に
定
め
る
た

ば
こ
税
の

税
率
、
一
般
会
計
に
お
け
る
債

務
の
承

継
等
に
伴
い
必
要
な
財
源
の
確

保
に
係
る

特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
(平

成
10

年
法
律
第

13
7
号

)第
8
条
第

1

項
に
規
定

す
る
た
ば
こ
特
別
税
の

税
率
、
法
第

74
条

の
5
に
規
定
す
る
た
ば
こ

税
の
税
率

及
び
法
第

46
8
条
に
規

定
す
る

た
ば
こ

税
の
税
率
を
そ
れ
ぞ

れ
1,

00
0

で
除
し
て

得
た
金
額
の
合
計
額
を

10
0
分
の

60
で
除
し
て
計
算

し
た
金
額
を
い

う
。
第

8
項
に

お
い
て
同
じ
。

) を
も
っ
て
紙

巻
た
ば

こ
の

0.
5
本
に
換
算
す
る

方
法

 

ア
 

(略
) 

イ
 
ア

に
掲
げ

る
も

の
以
外

の
加
熱

式
た

ば
こ
 

た
ば
こ

税
法

( 昭
和

59
年
法

律
第

72
号

) 第
10

条
第

3
項
第

2
号

ロ
及
び
第

4
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算

 

(
略

) 

3 
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
第

1
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本

数
は
、
第

1
号
に
掲

げ
る
方
 
 
 

法
に
よ

り
換
算
し
た
紙

巻
た
ば
こ
の

本
数
に

0.
2

を
乗

じ
て
計

算
し

た
紙
巻
た
ば

こ
の
本
数

、
第

2
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ

り
換
算

し
た
紙

巻
た
ば

こ
の
本

数
に

0.
8

を
乗
じ
て

計
算
し
た
紙
巻

た
ば
こ
の
本
数

及
び

第
3

号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
換

算
し
た

紙
巻
た
ば
こ
の

本
数
に

0.
8

を
乗

じ
て
計

算
し

た
紙

巻
た

ば
こ
の
本

数
の

合
計
数
に

よ
る
も
の
と
す

る
。

 

(1
) ・

(2
)  

( 略
) 

 
(3

) 
次
に
掲

げ
る
加

熱
式
た

ば
こ

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

の
紙
巻
た
ば
こ
の

1
本
の
金
額
に
相
当
す

る
金
額

( た
ば
こ
税
法
（
昭
和

59
年
法

律
第

72
号
）
第

11
条

第
1
項

に
規
定

す
る
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
た

ば
こ
税
の
税
率
、
一
般
会

計
に
お
け
る
債
務
の
承

継
等
に

伴
い
必

要
な
財

源
の
確

保
に
係
る
特
別
措

置
に
関

す
る
法
律

(平
成

10
年

法
律
第

13
7
号

)第
8
条

第
1

項
に
規
定
す
る
た

ば
こ
特

別
税
の
税
率
、
法

第
74

条
の

5
に
規

定
す
る

た
ば
こ

税
の
税
率
及
び
法

第
46

8
条

に
規

定
す
る

た
ば
こ
税
の
税

率
を
そ

れ
ぞ

れ
1,

00
0

で
除
し
て
得
た
金

額
の
合

計
額
を

10
0
分
の

60
で
除
し

て
計
算

し
た
金

額
を
い

う
。
第

8
項
に

お
い
て
同
じ
。

) を
も

っ
て
紙

巻
た
ば

こ
の

0.
5
本

に
換

算
す
る

方
法

 

ア
 

(略
) 

イ
 
ア
に
掲
げ
る

も
の
以

外
の
加
熱
式
た

ば
こ
 

た
ば
こ
税
法
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
第

10
条
第

3
項
第

2
号
ロ
及
び
第

4
項
の

規
定
の

例
に
よ

り
算

 

(
略

) 
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定
し
た
金
額

 

4 ～
10

 
( 略

) 

  
(た

ば
こ
税

の
税
率

) 

第
10

2
条

 
た
ば

こ
税
の
税
率
は
、

1,
00

0
本

に
つ
き

6,
12

2
円
と
す
る
。

 

 第
10

3
条

～
第

14
9
条
 

(略
) 

 

附
 
則

 

第
1
条
～
第

3
条
 

(略
) 

  
( 特

定
一
般

用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た

場
合
の

医
療
費

控
除
の
特
例

) 

第
4
条
 
平

成
30

年
度
か
ら
令
和

4
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
法

附
則
第

4
条
の

4
第

3
項

の
規
定
に
該
当

す
る
場

合
に
お
け
る
第

20
条
の

規
定

に
よ

る
控

除
に

つ
い

て
は

、
そ

の
者

の
選

択
に

よ
り

、
同
条

中
「

同
条
第

1

項
」
と
あ
る
の
は
「

同
条
第

1
項

( 第
2
号
を
除

く
。

) 」
と

、
「
ま
で
」
と
あ
る
の

は
「
ま
で
並
び
に

法
附
則
第

4
条
の

4
第

3
項

の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
第

31
4
条
の

2
第

1
項

( 第
2
号
に
係

る
部
分

に
限
る
。

) 」
と
し
て
、
同

条
の
規
定
を
適
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 第
5
条
～
第

28
条
 

( 略
) 

定
し
た
金
額

 

4 ～
10

 
( 略

) 

 

(た
ば
こ
税
の
税
率

) 

第
10

2
条

 
た
ば
こ
税
の

税
率
は
、

1,
00

0
本

に
つ
き

6,
55

2
円

と
す
る

。
 

 第
10

3
条

～
第

14
9
条
 

(略
) 

 

附
 
則
 

第
1
条
～
第

3
条
 

(略
) 

  
( 特

定
一
般
用
医
薬

品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た

場
合
の

医
療
費
控
除
の

特
例

) 

第
4
条
 
平
成

30
年
度
か
ら
令

和
9
年
度
ま
で
の

各
年
度

分
の

個
人
の

市
民
税
に
限

り
、
法
附
則
第

4
条
の

4
第

3
項

の
規
定
に
該
当
す
る
場

合
に
お

け
る
第

20
条
の

規
定

に
よ

る
控

除
に

つ
い

て
は

、
そ

の
者

の
選

択
に

よ
り

、
同
条

中
「

同
条

第
1

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第

1
項

( 第
2
号
を
除

く
。

) 」
と

、
「
ま
で

」
と
あ
る
の

は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第

4
条
の

4
第

3
項

の
規
定

に
よ
り

読
み
替
え
て
適

用

さ
れ
る
法
第

31
4
条
の

2
第

1
項

( 第
2
号
に
係

る
部
分

に
限
る
。

) 」
と
し
て

、
同

条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

 第
5
条
～
第

28
条
 

( 略
) 
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議案第４号 

 

恵庭市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 

恵庭市固定資産評価審査委員会条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求

める。 

 

  令和３年６月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

恵庭市固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年条例第２０号）の一部を次のように改

正する。 

第４条中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。 

第８条第５項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を「記載しな

ければならない」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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恵
庭

市
固
定
資

産
評
価

審
査
委
員

会
条
例

新
旧
対

照
表
（
抄
）

 
現
行

 
改

正
案

 

第
1
条
～
第

3
条
 

(略
) 

 

( 審
査
の
申
出

) 

第
4
条
 
法
第

43
2
条

の
規
定

に
よ
る

審
査
の
申
出
は
、
審
査
申
出
書
正
副

2
通
を

委
員
会
に
提
出
し

て
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

2 ・
3  

( 略
) 

4  
審
査

申
出
書

に
は
、
審
査

申
出
人

( 審
査
申
出
人
が
法
人
そ
の
他
の
社
団
又
は
財
団

で
あ
る
と
き
は

、
代
表

者
又
は
管
理
人
、
総
代

を
互
選

し
た
と
き
は
総
代
、
代
理
人

に
よ
っ
て
審
査
の

申
出
を

す
る
と

き
は
代
理
人

) が
押

印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

5  
( 略

) 

6 
(略

) 

 第
5
条
～
第

7
条
 

( 略
) 

 

(口
頭

審
理

) 

第
8
条
 
口

頭
審
理

の
指
揮
は
、
委
員
会

が
指
定

す
る
審
査
長
が
行
う
。

 

2 ～
4  

( 略
) 

5 
前

項
の
口

述
書

に
は
、

次
に

掲
げ
る
事
項

を
記

載
し
、
提
出
者
が
こ
れ
に
署
名
押

印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(1

) ～
(3

)  
( 略

) 

6 ～
8  

( 略
) 

第
1
条
～
第

3
条
 

(略
) 

 

( 審
査
の
申
出

) 

第
4
条
 
法
第

43
2
条
の
規
定
に
よ
る

審
査
の

申
出
は
、
審
査

申
出
書

正
副

2
通
を

委
員
会
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

2 ・
3  

( 略
) 

   4  
( 略

) 

5 
(略

) 

 第
5
条
～
第

7
条
 

( 略
) 

 

(口
頭
審
理

) 

第
8
条
 
口

頭
審
理
の
指
揮

は
、

委
員
会
が
指
定

す
る
審

査
長
が

行
う
。

 

2 ～
4  

( 略
) 

5 
前
項
の
口
述
書
に
は
、
次
に

掲
げ
る

事
項
を
記
載
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
。

 

 
(1

) ～
(3

)  
( 略

) 

6 ～
8  

( 略
) 
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現
行

 
改

正
案

 

第
9
条
～
第

15
条
 

(略
) 

第
9
条
～
第

15
条
 

(略
) 
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議案第５号 

 

恵庭市墓地の設置及び管理条例の一部改正について 

 

 恵庭市墓地の設置及び管理条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

  令和３年６月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

   恵庭市墓地の設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 恵庭市墓地の設置及び管理条例（昭和４３年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１９条第２項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同項第４号とし、同項中

第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 墓地の使用許可等に関する業務 

第１９条第３項中「場合においては、」の次に「第４条から第９条及び」を加え、「第１８

条」を「前条」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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恵
庭
市

墓
地
の

設
置
及

び
管
理

条
例
新
旧
対
照
表

（
抄
）

 
現
行

 
改

正
案

 

第
1
条
～
第

18
条
 

(略
) 

 

( 指
定

管
理
者

に
よ
る

管
理

) 

第
19

条
 
市
長
は

、
墓

地
及
び

多
目
的

広
場
の
管
理
運

営
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は

、
指
定
管
理
者

(地
方
自

治
法
第

24
4
条
の

2
第

3
項
に
規
定
す
る
指
定
管

理
者

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

) に
、
墓

地
及
び

多
目

的
広

場
の
管
理
を

行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

 

2 
前

項
の
規

定
に

よ
り
指

定
管

理
者
に
管
理

を
行

わ
せ
る
場
合
の
当
該
指
定
管
理
者

が
行
う
業
務
は
、

次
に
掲

げ
る
業

務
と
す
る
。

 

(1
)  

( 略
) 

 (2
) 

(略
) 

(3
)  

前
2
号
に

掲
げ
る

も
の
の

ほ
か
、
墓
地
及
び
多
目

的
広
場
の
管
理
運
営
に
関

す
る
業
務

の
う
ち
、
市
長
が
定
め

る
業
務

 

3 
第

1
項

の
規
定

に
よ
り
指
定

管
理
者

に
管
理

を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
第

16
条

( 第
3
項
及
び

第
4
項
を
除
く
。

) か
ら
第

18
条
ま

 

で
の

規
定
中
「
市
長

」
と
あ

る
の
は
、
「
指
定
管

理
者
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

 

 第
20

条
・
第

21
条

 
( 略

) 

第
1
条
～
第

18
条
 

(略
) 

 

( 指
定
管
理
者
に
よ
る

管
理

) 

第
19

条
 
市
長
は
、
墓
地
及
び
多
目
的

広
場
の
管
理
運
営
上
必

要
が
あ

る
と
認

め
る

と
き
は
、
指
定
管
理
者

(地
方
自
治
法
第

24
4
条
の

2
第

3
項
に
規
定
す
る
指
定
管

理
者

を
い
う
。
以
下
同

じ
。

) に
、
墓

地
及

び
多
目

的
広

場
の
管

理
を

行
わ
せ

る
こ

と
が
で
き
る
。

 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
管

理
者

に
管
理

を
行

わ
せ
る

場
合
の
当
該
指
定

管
理

者

が
行
う
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業

務
と
す

る
。

 

(1
)  

( 略
) 

(2
) 

墓
地
の
使
用
許

可
等
に
関
す
る
業
務

 

(3
) 

(略
) 

(4
)  

前
3
号
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か
、

墓
地
及

び
多
目
的
広
場

の
管
理

運
営
に

関

す
る
業
務
の
う
ち

、
市
長

が
定
め
る
業
務

 

3 
第

1
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
管
理
者

に
管
理

を
行
わ

せ
る
場
合
に
お

い
て
は

、
第

4
条
か
ら
第

9
条
及
び
第

16
条

( 第
3
項
及

び
第

4
項

を
除
く
。

) か
ら
前
条
 
ま

で
の

規
定
中
「
市
長
」

と
あ

る
の

は
、
「
指

定
管

理
者

」
と

読
み

替
え
る

も
の

と
す

る
。

 

 第
20

条
・
第

21
条
 

( 略
) 
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議案第６号 

 

   恵庭市地域集会施設条例の一部改正について 

 

 恵庭市地域集会施設条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

  令和３年６月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

   恵庭市地域集会施設条例の一部を改正する条例 

恵庭市地域集会施設条例（昭和５６年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表中「黄金南会館」を「黄金中央会館」に改め、同表戸磯会館の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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恵
庭

市
地
域
集
会
施
設
条
例

新
旧

対
照
表

（
抄
）

 

現
行

 
改

正
案

 

第
1
条
～
第

10
条
 

(略
) 

 別
表

( 第
2
条
関
係

) 

名
称

 
位
置

 

(略
) 

中
恵
庭
会
館

 
恵
庭
市
中
央

38
2 番

地
1 

黄
金
南
会
館

 
恵

庭
市
黄
金
南

1 丁
目

5 番
地

8 

戸
磯
会
館

 
恵
庭
市
戸

磯
38

5番
地

14
 

黄
金
北
会
館

 
恵
庭
市
黄

金
北

3 丁
目

1 番
地

5 

(略
) 

 

第
1
条
～
第

10
条
 

(略
) 

 別
表

( 第
2
条
関
係

) 

名
称

 
位
置

 

(略
) 

中
恵
庭
会
館

 
恵

庭
市
中
央

38
2 番

地
1 

 

黄
金
中
央
会
館

 
恵

庭
市
黄
金
南

1 丁
目

5 番
地

8 
 

 

黄
金
北
会
館

 
恵

庭
市
黄
金
北

3丁
目

1番
地

5 
 

(略
) 
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議案第７号 

  

町の区域を変更することについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次のとおり本市の

町の区域を変更することについて議決を求める。 

 

令和３年６月１０日提出 

 

                         恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

１ 町の区域を変更するもの 

町の名称 変更する町の区域の名称 変更する町の区域 

島松寿町１丁目 西島松 同町の一部 

 

２ 施行期日 

  令和３年１０月２日 
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西
島

松
通

島松寿町１

島
松

寿
町

１ 丁
目

( エ コ バ
ス

)

西
島

松
通

(4
6
号

線
)

島松寿町１

江
別
恵
庭
大
通

主
要
道
道
江
別
恵
庭
線

Ｊ
Ｒ

島
松
駅 （
エ
コ
バ
ス）

Ｊ
Ｒ

千
歳
線

西
島

松
通

こ
と
ぶ
き
公
園

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム

こ
も

れ
び

の
家

島
松
駅

縮尺  1：3000
20151050 10 20 30 40 50 60 70 80

copyright(C)2013 ZENRIN CO., LTD.(ライセンス番号:2013001556)

道
道
江
別
恵
庭
線

位置図

町名変更区域
島松寿町１丁目（予定）

トライアル

ＪＲ島松駅

高尾コンクリート

石
狩
農
業
改
良

普
及
セ
ン
タ
ー

防
風
林

防
風
林

西島松地区の一部の町の区域変更図
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議案第８号 

 

   市道の認定及び変更について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項において準用する同

法第８条第２項の規定により、市道を次のとおり認定及び変更することについて議決を求める。 

 

  令和３年６月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

市 道 認 定 路 線 

 

路線番号 路 線 名 起点終点 重要な経過地 

１５３６ 西島松５号線 
西島松１２２番地６６ 

 
西島松１２１番地６２ 

１５３７ 西島松６号線 
島松寿町１丁目１６番地４ 

 
西島松１２３番地１ 

１５３８ 西島松７号線 
西島松１２３番地２ 

 
西島松１２３番地３ 

１５３９ 西島松８号線 
西島松１２１番地２ 

 
西島松１２０番地３ 

１５４０ 西島松９号線 
西島松１２１番地２６ 

 
西島松９０番地４ 

１５４１ 西島松１０号線 
西島松１２１番地６１ 

 
西島松１２０番地２４ 
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１５４２ 西島松５番線 
西島松１２３番地１ 

 
西島松１２１番地５ 

 

市 道 変 更 路 線 

 

路線番号 

旧
新
別 

路 線 名 起点終点 重要な経過地 

１４８０ 

旧 

西島松４番線 

西島松１２１番地２ 
 

西島松１２１番地２ 

新 
西島松１２１番地２ 

 
西島松１２３番地２ 

１４８１ 

旧 

西島松２号線 

西島松１２１番地１９ 
 

西島松１２１番地２１ 

新 
西島松１２１番地１８ 

 
西島松１２１番地９ 
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市 道 認 定 路 線 

 

路線番号 路 線 名 敷地幅員 実 延 長 総 延 長 

１５３６ 西島松５号線 8.0m 50.09m 57.00m 

１５３７ 西島松６号線 8.0m～11.3m 175.59m 186.79m 

１５３８ 西島松７号線 8.0m 100.69m 108.72m 

１５３９ 西島松８号線 6.0m～8.0m 104.26m 111.07m 

１５４０ 西島松９号線 8.0m 45.90m 54.11m 

１５４１ 西島松１０号線 8.0m 140.44m 148.45m 

１５４２ 西島松５番線 8.0m 185.12m 199.06m 

 

 

市 道 変 更 路 線 

 

路線番号 
旧
新
別 

路 線 名 敷地幅員 実 延 長 総 延 長 

１４８０ 

旧 
西島松４番線 

6.0m 437.70m 450.20m 

新 6.0m～8.0m 373.08m 392.06m 

１４８１ 

旧 
西島松２号線 

6.0m 50.40m 56.40m 

新 6.0m～8.0m 141.18m 148.21m 
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路線図 

（西島松地区：新規認定）  

変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

新 規 認定 

終点 起点 
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路線図  

（西島松地区：路線の変更）  

変 更 路 線

凡　　　　　　　　例

起点 終点 
路線の変更 

変更後区間 

起点 終点 

変更前区間 

拡大図 

1481 西島松 2 号線（変更後） 

1481 西島松 2 号線（変更前） 

1480 西島松 4 番線（変更後） 

1480 西島松 4 番線（変更前） 
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議案第９号 

 

令和３年度恵庭市一般会計補正予算（第３号） 

 

令和３年度恵庭市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１３７，９６１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，６３６，６２８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加および変更は、「第二表 債務負担行為補正」による。 

 

令和３年６月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（
追
 
 
加
）

（
単
位
　
千
円
）

令
和
３
年
度
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
更
新
事
業

令
和
３
年
度
～
４

年
度

4
5
,
3
6
3

（
変
 
 
更
）

（
単
位
　
千
円
）

令
和
３
年
度
国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業

1
3
3
,
0
2
2

1
3
4
,
3
4
5

第
　

二
　
表

　
　
債
　

務
　

負
　
担
　

行
　

為
　

補
　

正

事
項

期
間

限
　
度
　
額

事
項

補
正

前
の

限
度

額
補

正
後

の
限

度
額
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123



124



125



126
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（
千

円
）

国
庫

支
出

金
道

支
出

金
地

 方
 債

そ
の

他
一

般
財

源

2
1

9
8

総
務

費
総

務
管

理
費

地
域

安
全

対
策

費
地

域
会

館
整

備
事

業
費

0
9
,3

00
△

 9
,3

0
0

2
1

1
0

15

総
務

費
総

務
管

理
費

企
画

費
恵

庭
市

公
式

ア
プ

リ
開

発
事

業
費

2
7,

0
00

1
3
,5

00
13

,5
0
0

2
1

1
2

5

総
務

費
総

務
管

理
費

財
産

管
理

費
公

共
施

設
等

管
理

保
全

基
金

積
立

金
8
,3

3
4

8,
3
34

0

2
1

1
5

1

総
務

費
総

務
管

理
費

ま
ち

づ
く

り
推

進
基

金
費

ま
ち

づ
く

り
推

進
基

金
積

立
金

1
12

,0
6
6

2
,0

00
1
10

,0
6
6

2
1

1
7

4-
8

総
務

費
総

務
管

理
費

諸
費

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
6
81

,0
6
3

6
8
1,

0
63

ワ
ク

チ
ン

接
種

事
業

費
2

1
1
7

4-
10

総
務

費
総

務
管

理
費

諸
費

プ
レ

ミ
ア

ム
付

商
品

券
発

行
事

業
費

0
1
,0

00
△

 1
,0

0
0

2
1

1
7

4-
11

総
務

費
総

務
管

理
費

諸
費

感
染

予
防

対
策

事
業

費
4
20

42
0

（
子

ど
も

家
庭

課
）

2
1

1
7

4-
12

総
務

費
総

務
管

理
費

諸
費

感
染

予
防

対
策

事
業

費
1
,0

0
0

1,
0
0
0

（
管

財
・

契
約

課
）

2
1

1
7

4-
13

総
務

費
総

務
管

理
費

諸
費

広
報

費
2
69

26
9

2
1

1
7

4-
14

総
務

費
総

務
管

理
費

諸
費

地
域

女
性

活
躍

推
進

事
業

費
1
,8

7
2

1
,4

04
4
6
8

2
1

1
7

4-
15

総
務

費
総

務
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感
染
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福
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教
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議案第１０号 

 

   令和３年度恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和３年度恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 令和３年度恵庭市下水道事業会計予算第５条債務負担行為をすることができる事項、

期間及び限度額に次のとおり追加する。 

事  項 期間 限度額 

令和３年度公共下水道整備事業 令和４年度 ２１７，０００千円 

 

 

令和３年６月１０日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   
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千

円
・年

度
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損
益

勘
定

留
保

資
金

令
和

3
年

度
公

共
下

水
道

整
備

事
業

21
7
,0

0
0

4
2
1
7
,0

0
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